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日程第１ 第74号議案 平成29年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第２ 第75号議案 平成29年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第３ 第76号議案 平成29年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第４ 第77号議案 平成29年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第１号）

日程第５ 第78号議案 平成29年度神河町訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）

日程第６ 第79号議案 平成29年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第７ 第80号議案 平成29年度神河町水道事業会計補正予算（第２号）

日程第８ 第81号議案 平成29年度神河町下水道事業会計補正予算（第２号）

日程第９ 第82号議案 平成29年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第１号）

日程第10 第83号議案 平成28年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件

第84号議案 平成28年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第85号議案 平成28年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第86号議案 平成28年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

第87号議案 平成28年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第88号議案 平成28年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第89号議案 平成28年度神河町老人訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第90号議案 平成28年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

第91号議案 平成28年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の

件

第92号議案 平成28年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の

件

第93号議案 平成28年度神河町水道事業会計決算認定の件

第94号議案 平成28年度神河町下水道事業会計決算認定の件
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第95号議案 平成28年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件

本日の会議に付した事件

日程第１ 第74号議案 平成29年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第２ 第75号議案 平成29年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第３ 第76号議案 平成29年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第４ 第77号議案 平成29年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第１号）

日程第５ 第78号議案 平成29年度神河町訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）

日程第６ 第79号議案 平成29年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第７ 第80号議案 平成29年度神河町水道事業会計補正予算（第２号）

日程第８ 第81号議案 平成29年度神河町下水道事業会計補正予算（第２号）

日程第９ 第82号議案 平成29年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第１号）

日程第10 第83号議案 平成28年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件

第84号議案 平成28年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第85号議案 平成28年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第86号議案 平成28年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

第87号議案 平成28年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第88号議案 平成28年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第89号議案 平成28年度神河町老人訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第90号議案 平成28年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

第91号議案 平成28年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の

件

第92号議案 平成28年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の

件

第93号議案 平成28年度神河町水道事業会計決算認定の件

第94号議案 平成28年度神河町下水道事業会計決算認定の件

第95号議案 平成28年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件
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出席議員（10名）

１番 藤 原 裕 和 ７番 小 寺 俊 輔

２番 藤 原 日 順 ８番 松 山 陽 子

３番 山 下 皓 司 10番 小 林 和 男

５番 藤 原 資 広 11番 廣 納 良 幸

６番 藤 森 正 晴 12番 安 部 重 助

欠席議員（２名）

４番 宮 永 肇 ９番 三 谷 克 巳

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 坂 田 英 之 主事 山 名 雅 也

説明のため出席した者の職氏名

町長 山 名 宗 悟 地域振興課参事兼農林業特命参事

副町長 細 岡 重 義 多 田 守

教育長 澤 田 博 行 ひと・まち・みらい課長

町参事 野 邊 忠 司 藤 原 登志幸

町参事 前 田 義 人 建設課長 真 弓 俊 英

総務課長 日 和 哲 朗 地籍課長 児 島 則 行

総務課参事兼財政特命参事 上下水道課長 中 島 康 之

児 島 修 二 健康福祉課長 大 中 昌 幸

情報センター所長 藤 原 秀 洋 会計管理者兼会計課長

税務課長 和 田 正 治 山 本 哲 也

住民生活課長  木 浩 病院事務長 藤 原 秀 明

住民生活課参事兼防災特命参事 病院総務課長兼施設課長

田 中 晋 平 藤 原 広 行

地域振興課長兼ひと・まち・みらい課参事 教育課長 松 田 隆 幸

石 堂 浩 一 代表監査委員 清 瀬 茂 生

地域振興課参事兼観光振興特命参事

山 下 和 久

午前９時００分開議

○議長（安部 重助君） おはようございます。
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ただいまの出席議員数は１０名であります。定足数に達していますので、第８１回神

河町議会定例会第２日目の会議を開会いたします。

本日は、平成２８年度神河町各会計決算審査報告のために、清瀬茂生代表監査委員に

出席していただきます。午後から出席されますので、よろしくお願いいたします。

また、執行部からの各会計決算説明の後に、決算審査報告をいただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

それでは、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

日程に入る前にお知らせします。

三谷克巳議員から体調不良のため欠席届が出ておりますので、御了承願います。

また、昨日の議案説明の中で、第７２号議案、平成２９年度神河町一般会計補正予算

（第４号）について、松山議員の質問に対しての答弁の中で訂正があるとの申し入れが

ございましたので、ここで許可いたします。

健康福祉課、大中課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。昨日、第７２号議案、

平成２９年度神河町一般会計補正予算（第４号）に関して松山議員より御質問をいただ

きました、ほたるの里の今後の運営についてお答えをさせていただきましたが、誤解を

招く表現があったと思いますので、昨日の発言を取り消し、改めてお答えさせていただ

きます。

ほたるの里については、正式な場での情報としては、一昨日、９月４日月曜日の施設

運営会議で閉所するという話がありました。町からは、現入所者の行き先をほたるの里

で探すよう要請しております。正式に閉所となりますのは、神戸にあります本部、一般

社団法人おおぞら様より事業廃止届が提出され、町が受理してからになります。したが

いまして、閉所の意向はありますが、現時点において閉所が確定しているわけではござ

いません。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 松山議員、特によろしいですか。

了解しました。

それでは、日程に入ります。

・ ・

日程第１ 第７４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１、第７４号議案、平成２９年度神河町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま
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す。

本議案は、平成２９年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）でござ

いまして、補正予算（第１号）以降補正要因が生じたものについて補正するものでござ

います。

補正の主な内容は、歳入においては、前年度繰越金の確定による増額、歳出において

は、財政調整基金積立金及び療養給付費交付金返還金の確定による増額が主なものでご

ざいます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３３３万０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億４３６万円とするものでご

ざいます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課、木課長。

○住民生活課長（木 浩君） 住民生活課、木でございます。それでは、第７４号

議案の詳細説明をいたします。

歳入では、３款国庫支出金の特別調整交付金０００円の減額、１０款繰越金の前年

度繰越金３３３万０００円の増額を計上しております。

歳出では、総務費の一般管理費のプログラム開発委託料０００円の減額、２款保険

給付費の一般被保険者移送費１３万０００円の増額、８款保健事業費の人間ドック検

診補助金１６万０００円の増額、９款基金費の財政調整基金積立金２０８万００

０円の増額、１０款諸支出金の特定健康診査等負担金返還金５万０００円の増額、同

じく１０款諸支出金の療養給付費交付金返還金８５万円の増額、同じく１０款諸支出金

の特定健康診査等負担金返還金５万０００円の増額を計上しております。

これにより、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３３３万０００円を増額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億４３６万円とするものでございま

す。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございますので、質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第２ 第７５号議案
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○議長（安部 重助君） 日程第２、第７５号議案、平成２９年度神河町後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）でご

ざいまして、補正予算（第１号）以降補正要因が生じたものについて補正するものでご

ざいます。

補正の内容は、歳入におきまして、出納閉鎖期間中に納入された保険料が確定したこ

とによる前年度繰越金１５９万０００円を、歳出では、同額を広域連合保険料等負担

金に計上しております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５９万０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２１１万０００円とするもの

でございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございますので、質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第３ 第７６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３、第７６号議案、平成２９年度神河町介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）でございま

して、補正予算（第１号）以降補正要因が生じたものについて補正するものでございま

す。

補正の内容は、主に平成２８年度決算に伴うもので、歳入では、平成２８年度決算に

よる支払基金交付金、地域支援事業交付金の過年度分として６７万０００円の増額、

介護給付費県負担金過年度分として１５４万円の増額、一般会計繰入金として１万０

００円の増額、前年度繰越金として８９５万０００円の増額補正を計上しております。
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歳出では、住宅改修支援事業費として１万０００円の増額、平成２８年度決算によ

る介護保険給付費準備金積立金として３０７万０００円の増額、国・県負担金等の精

算に伴う償還金として７７６万０００円の増額、予備費として３２万０００円の増

額でございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１８万０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億９２８万０００円とする

ものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございますので、質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第４ 第７７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第４、第７７号議案、平成２９年度神河町土地開発事業特

別会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第１号）でございま

して、当初予算以降補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、歳入におきまして前年度繰越金２２４万０００円を、歳出では同額

を予備費に計上いたしております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２４万０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６９７万０００円とするものでご

ざいます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございますので、質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第５ 第７８号議案
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○議長（安部 重助君） 日程第５、第７８号議案、平成２９年度神河町訪問看護事業特

別会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町訪問看護事業特別会計補正予算（第１号）でございま

して、当初予算以降補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、歳入におきまして前年度繰越金７３９万円を、歳出では同額を予備

費に計上いたしております。

これらにより、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７３９万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６８９万０００円とするものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございますので、質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第６ 第７９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第６、第７９号議案、平成２９年度神河町産業廃棄物処理

事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第１号）でご

ざいまして、当初予算以降補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、歳入におきまして前年度繰越金５９６万０００円を、歳出では同額

を予備費に計上いたしております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５９６万０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５６９万０００円とするものです。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕
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○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございますので、質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第７ 第８０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第７、第８０号議案、平成２９年度神河町水道事業会計補

正予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町水道事業会計補正予算（第２号）でございまして、補

正予算（第１号）以降補正要因の生じたものについて補正するものでございます。

補正内容は、予算第３条の収益的収入の予定額は、高料金対策補助、企業債元利償還

金補助、広域連携等検討アドバイザリー経費補助等により１１万０００円の増額。

収益的支出では、平成３０年度より導入予定のコンビニ収納のテスト納付書用紙費で

１０万円と、新たにクレジット収納も行うことによりシステム改修費用で１４４万０

００円の増額。

平成２８年度借り入れ分の利率が確定したため６８万０００円の減額をし、水道事

業収益、費用で４億９８９万０００円といたします。

予算第８条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を１１万０００円減

額し、７０３万円といたします。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

提案説明の中で間違って表現をいたしました。訂正をさせていただきます。

補正内容の予算第３条の収益的収入の予定額につきまして１１万０００円の増額と

申し上げましたが、減額の間違いでございます。訂正させていただきます。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課、中島課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課の中島でございます。それでは、第８０号

議案について、概要は町長から申し上げましたとおりなので、詳細について説明させて

いただきます。

２ページの実施計画をごらんください。収益的収入でございます。１款２項２目他会

計補助金で、高料金対策は繰り出し基準となる資本費が１７７円から１７６円に引き下

げられたことにより２７万０００円の増額、企業債元利償還金補填は、２８年度借り

入れた簡易水道事業債の利率が確定したことによる精算で４２万０００円の減額、広
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域連携等検討アドバイザリー経費補助金は６万８００円の２分の１で３万０００円、

合計で一般会計からの補助金は１１万０００円の減額といたします。

３ページは、収益的支出でございます。１款１項４目総係費の印刷製本費は、平成３

０年度より導入予定のコンビニ収納のテスト用納付書用紙を印刷するために１０万円の

増額、委託料では、平成３０年度より導入予定でコンビニ収納に係る水道料金システム

改修費用を当初予算で計上して作業をしておりますが、クレジット収納も同時進行で行

うと経費も安くなることにより、１４４万０００円を増額いたします。

２項１目の支払い利息及び企業債取扱諸費で、平成２８年度借り入れ分の利率が確定

したため、６８万０００円の減額をいたします。

４項１目の予備費は９８万０００円の減額、４ページは、キャッシュフロー計算書

でございます。

以上で詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願いいた

します。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方どうぞ。特にございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございますので、質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第８ 第８１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第８、第８１号議案、平成２９年度神河町下水道事業会計

補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町下水道事業会計補正予算（第２号）でございまして、

補正予算（第１号）以降補正要因の生じたものについて補正するものでございます。

補正内容については、予算第３条の収益的支出では、先ほどの水道事業会計と同じで、

平成３０年度より導入予定のコンビニ収納のテスト用紙費で１０万円の増額、新たにク

レジット収納も行うことにより、システム改修費用で１４４万０００円の増額、予備

費で１５４万０００円の減額を行い、下水道事業費用の総額は７億０３６万円で、

変更はありません。

予算第４条の資本的収入については、予算の組み替えでございます。一般会計負担金

から一般会計出資金に変更します。理由としましては、公営企業では、企業債元金償還

補填として繰り入れた他会計負担金は特定収入として消費税の課税対象になりますが、
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出資金として繰り入れた場合は、消費税法第６０条及び消費税法施行令第７５条第１項

第２号により特定収入にならないため、消費税申告に有利なためでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。ちょっと総務課長にお尋ねしたいんで

すけど、今回、コンビニ収納、またクレジット決済が可能ということでシステム改修さ

れるんですけど、それぞれの会計にばらまいてあるんですけど、トータル全体ではどう

なってるか、ちょっと教えていただけませんか。

○議長（安部 重助君） 総務課、日和課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。トータル経費ということでご

ざいますか。費用については、今手元で集計をしないとわからないというところではご

ざいますけれども、平成３０年度からのコンビニ交付、そしてまたコンビニ収納、そし

てクレジット収納というところで現在作業を進めておる状況でございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。各会計に振られている以上、当然そち

らに総額がわかってて、例えばテスト費用はそれぞれの会計に幾らずつ分けている、ま

たそのシステム改修費の委託料についても、それぞれの会計に多分振られていると思う

んですけども、その全体が掌握できていなかったらちょっとおかしいんじゃないかなと

思うんですけど、いかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） これは資広議員、この議案についての質問と若干幅が違います

ので、これは下水道事業に関しての費用は今説明があったとおりなんで、それで総額に

ついてはまた後ほど説明を求めたいと思います。

ほかにございませんか。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。先ほどの説明では、一般会計

負担金の分を出資金に振りかえるということで組み替えということで、一般負担金であ

れば特定収入になると。ところが、出資金に振りかえると特定収入に該当せず、消費税

法上有利だという説明でございました。それで、消費税法上、出資金になると非課税な

んでしょうか、不課税なんでしょうか、ちょっとその辺のところを教えていただければ

と思います。

○議長（安部 重助君） 上下水道課、中島課長。

○上下水道課長（中島 康之君） ちょっと申しわけないんですが、確認したいと思いま

すので、休憩していただいてよろしいですか。

○議長（安部 重助君） 暫時休憩いたします。
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午前９時２８分休憩

午前９時２９分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

それでは、藤原日順議員の答弁に上下水道課、中島課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課、中島です。不課税扱いとなります。以上

でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございますので、質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第９ 第８２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第９、第８２号議案、平成２９年度公立神崎総合病院事業

会計補正予算（第１号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第１号）でございまし

て、当初予算以降補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

まず、３条予算、収益的収入及び支出でございます。収入で、病院事業収益、医業外

収益、負担金交付金におきまして、電子カルテ導入に伴う利息分における貸付利率が確

定したことから、一般会計からの負担金を５９万０００円減額しています。

次に、支出ですが、病院事業費用、医業費用の経費で消耗備品費において予算に不足

額生じることから、１５０万円を増額いたします。

これらの財源として予備費を２０９万０００円減額いたします。

第４条予算、資本的収入及び支出では、まず支出ですが、建設改良費、資産購入費で

器械備品購入において予定外の医療器械の故障により急遽追加購入することとなったこ

とから、１８万０００円を増額しております。

一方、収入において、企業債の医療器械購入事業債で今回、過疎地域自立促進計画の

中で、医療器械購入費の２分の１について過疎債の対象となったことから、一般会計出

資金で過疎債分として０６４万０００円の２分の１の０３０万円を計上し、これ

によりまして企業債を０１０万円減額して、２分の１の０３０万円を補正後の額と

しております。

また、医師修学貸付金返還金において、昨年度末で退職された医師から全額返納され
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たことにより、２４０万円を増額しております。

予算書２ページに戻っていただきまして、先ほど申し上げました第４条の企業債につ

いて、限度額を０４０万円から０３０万円に変更しております。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第１０ 第８３号議案から第９５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１０、第８３号議案から第９５号議案、平成２８年度各

会計歳入歳出決算認定の件を一括議題とします。

まず、第８３号議案、平成２８年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件について提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８３号議案、平成２８年度神河町一般会計歳入歳出決算認定

の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。お手元に配付しています平成２８年

度一般・特別会計決算説明資料をごらんいただきたいと思います。

それでは、まず初めに、平成２８年度は、神河町の地域創生を第一とし、神河町地域

創生総合戦略のアクションプログラムの４つの基本項目に沿って、実行１年目として即

効性のある事業を集中的に推し進めてまいりました。

国等の状況についてでございます。我が国の経済は、大胆な金融政策、機動的な財政

政策、民間投資を喚起する成長戦略を柱とする政府の経済政策、いわゆるアベノミクス

により、雇用・所得環境の改善や海外経済の緩やかな回復を背景に好循環が拡大し、そ

の中で景気は緩やかな持ち直しが続いています。しかしながら、個人消費や設備投資等

内需が伸び悩む中で、外需主導による成長率の確保といった側面も否めず、日本経済の

自立的な回復力は依然として力強さを欠いている状況にあります。

政府は６月９日、経済財政運営の基本方針の骨太の方針と新たな成長戦略、未来投資

戦略２０１７を閣議決定し、人口減少で低迷する生産性の向上につなげようと、人材へ

の投資を柱として掲げました。また、財政健全化では、財政健全化目標の重要性に変わ

りなく、基礎的財政収支（プライマリーバランス）を２０２０年度までに黒字化すると

いうこれまでの目標を維持しつつ、国内総生産ＧＤＰに対する債務残高の比率を安定的

に引き下げることを目標とする新指標を示しました。
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続きまして、神河町の財政状況でございまして、合併特例債を活用したまちづくり基

金の積み立てが終了したため、普通会計歳出総額は８５億７９１万０００円で、昨

年度より４億９８０万０００円の減額となり、歳入歳出差し引き額は２億９７３

万０００円で、そのうち６９６万円を平成２９年度へ繰り越すべき財源としましたの

で、実質収支額は２億２７７万０００円となりました。

財政の弾力性を示す経常収支比率は、歳出における人件費や公債費、補助費等の経常

一般財源の減少額より歳入における普通交付税を初めとした経常一般財源の減少額のほ

うが大きかったことから比率が上昇し、９ ４％となり、昨年度と比較して ４ポイン

ト悪化しました。

財政の健全化判断比率である実質公債費比率は、平成２８年度までの３カ年の平均は

１ ７％となり、昨年度と比較して １ポイント悪化しました。また、将来負担比率は

３ ７％となり、昨年度と比較して ９ポイント改善しました。

特別交付税については、当初予算額よりも１億５７０万円多い５億２２０万円の

交付を受けることができました。

これらの財源をもとに、一般会計の財政調整基金へ１４５万０００円の積み立て

を行い、年度末残高は１８億２８２万円となり、着実に財政基盤は改善してきました。

しかし、今後の神河町の財政状況を見ると、人口減少や少子高齢化がさらに進展して

いく中で、普通交付税は本来の一本算定に向けて平成２８年度から５年間にわたって段

階的に縮減されるなど、税収、交付税等の一般財源が減少していく傾向にあるにもかか

わらず、人件費等の義務的経費や特別会計、企業会計、一部事務組合への繰出金、負担

金などの増加により収支不足は拡大傾向にあり、財源を見込んだ上での身の丈に合った

歳出規模としなければなりません。

このことから、今後、今ある全ての事業を実施することは非常に困難になると推測さ

れるため、人件費を含めたトータルコストにより、事務事業での行政サービスを再点検、

検証し、スクラップ・アンド・ビルドを基本とした既存の事務事業の廃止、見直し等を

行うことは必要不可欠であります。

財政構造が硬直化しつつある中、国等の動向に十分に留意しながら、財政運営の基本

となる方向性や目標を定めた第２次神河町行財政改革大綱に沿った歳入歳出全般にわた

ってのさらなる歳入増や節減・合理化と削減を推し進め、地域創生などの新たな事業へ

の転換による経費の重点化に対応するため、既存の事業費の振りかえなどを行いながら

財源の確保に努め、財政基盤の強化と持続可能な行財政運営を行っていかなければなら

ないと考えております。

一方、このような厳しい財政状況の中において、平成２９年４月１日、過疎地域自立

促進特別措置法の一部を改正する法律が施行され、本町は新たに過疎地域として公示さ

れました。期間は、平成２９年度から平成３２年度までの４年間となっており、この間

における本町の過疎地域自立促進計画を策定し、国に報告をすることによって、過疎対
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策事業債の対象となるなど、国からの財政上の支援を受けられることになりました。こ

の過疎対策事業債は、地方交付税の算入率が７０％と非常に有利な財源であることから、

今後の財政を見通す中で、借入額の限度額を見定めながら、最大限活用していきたいと

考えております。

普通会計の決算数値の前年度比較は、２ページのとおりでございます。

次に、普通会計決算の概要について記載しておりますが、説明を省略させていただい

て、４ページ下ほどをお願いいたします。大きな５番、一般会計の目的別歳出決算の概

要について説明させていただきます。

一般会計の主な支出や重要施策の状況について、目的別に説明します。

町議会においては、議員１２名により３つの常任委員会が構成されるとともに、定例

会４回、臨時会５回が開催され、適切な議会運営が行われました。

総務費の一般管理費は、総合行政用コンピューターの使用料に３０４万０００円、

個人番号に係る社会保障・税番号システム整備を含めたシステム改修委託料１９０万

０００円、そしてセキュリティー強化対策のためのシステム導入委託料に８１９万

０００円を支出しました。また、ふるさと納税につきましては、５００万０００

円の寄附金があり、その代行委託料や返礼品等の経費に３５３万０００円を支出し

ました。

財産管理費は、基金への積立金として財政調整基金に１４５万０００円、ふるさ

とづくり応援寄附金を財源として同基金に５００万０００円を積み立てました。

交通対策費は、住民の貴重な移動手段となっているコミュニティーバスの運行経費は

３３６万０００円で、バス利用者は延べ２３万３９４人で、昨年度より ８％増

加しました。また、交通安全施設整備事業として、各区からの要望９件を含めて５４９

万円の工事を行いました。

企画費は、地域創生事業として、国の地方創生関連の交付金等を活用し、定住・移住

促進としてのシングルマザー移住支援事業、かみかわアグリイノベーション事業や新規

起業への支援などの施策展開に２８５万０００円を支出しました。また、地域おこ

し協力隊４名、移住プランナー１名、集落支援員１名の配置で９０７万０００円を

支出し、神河町の魅力を町内外に発信しました。中村区のかみかわ銀の馬車道まつりの

備品購入に対し、コミュニティー助成金として２５０万円を支出しました。旧粟賀小学

校跡地活用方策として、民間資金の活用を目指したＰＦＩ導入計画策定委託料７９７万

円を支出しました。

ＣＡＴＶ事業では、今後の管理運営についてその方向性を協議・検討し、公設民営方

式の結論を得、それを基本に進めていくこととしました。

選挙費は、平成２８年７月１０日執行の参議院議員通常選挙事務は９２３万０００

円の経費で適正に執行し、投票率７ ６９％、県下第１位の投票率となりました。

民生費の社会福祉費は、特別会計への繰出金として国民健康保険事業特別会計に８
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９３万０００円、介護保険事業特別会計に２億３２５万０００円、社会福祉協議会

へ運営補助金として６０９万０００円、臨時福祉給付金６０８万０００円、そ

して人生８０年いきいき住宅助成事業として、住みなれた自宅で安心して生活ができる

ようにするための改造等に９件、２２０万０００円を支出しました。また、防犯灯の

ＬＥＤ電球への切りかえに伴う補助金５９５万０００円を支出しました。

老人福祉費は、特別養護老人ホームうぐいす荘の多床室のプライバシー保護のための

改修に地域介護拠点整備費補助金９５９万０００円、あやめ苑、うぐいす荘、によ

ん神河の３施設の介護者の負担軽減のための介護ロボットの整備に地域介護福祉空間整

備費補助金２６８万０００円を支出しました。

心身障害者福祉費は、障害者及び障害児の介護給付費等の扶助費として２億４２４

万０００円を支出しました。

医療助成費では、少子化対策である中学３年生までの乳幼児等医療費の無料化を含み、

老人、重度障害者、母子家庭等、高齢重度の障害者及び精神障害者の方に対し、合わせ

て５３４万０００円の助成を行いました。

後期高齢者医療費は、広域連合への療養給付費負担金１億５３７万０００円及び

特別会計への繰出金８２０万０００円を支出しました。

児童福祉費は、児童手当１億６１８万円、そして保育所運営に係る委託料と施設型

給付費負担金を合わせて１億８４０万０００円を支出しました。

衛生費の保健衛生費は、公営企業である病院事業会計へ補助金４億２５１万０００

円と出資金１億円、水道事業会計へ補助金７６７万円、また介護療育支援事業として

ケアステーションかんざきへの運営繰出金９７２万０００円を支出しました。

また、最重点施策である公立神崎総合病院の北館改築事業については、地域になくて

はならない病院を基本に、地域の中核病院として必要な診療機能、療養環境の向上、効

率的な病院運営、魅力ある病院を目指し、公立神崎総合病院北館改築基本構想・基本計

画に沿って、その改築工事に係る設計を業務委託しました。

健康づくり対策費は６９１万０００円で、健診事業については特定基本健診を初

め、各種がん検診、婦人検診、そして節目となる年齢の対象者への無料クーポン券の配

布と受診促進の取り組みを行い、住民個々の健康状態を定期的に把握し、がんや特定疾

病の早期発見、治療に役立て、住民の健康維持、増進を図りました。

母子衛生費の妊婦健康診査は、健診委託料と助成金を合わせて４４７万円で、７０人

が受診されました。

環境衛生費は、神崎郡北部火葬場の運営負担金４７２万０００円、そして公共施

設のＣＯ２ 削減を目的とした町有施設省エネルギー化診断調査業務委託料９７７万０

００円を支出しました。

清掃費は、中播北部クリーンセンターの運営負担金３億１０５万０００円、中播

衛生センターの運営負担金５８０万０００円、そして公営企業である下水道事業会
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計の運営経費として４億６４万０００円を補助しました。

農林水産業費の農業総務費は、中播農業共済事務組合へ９４６万０００円を支出し

ました。

農業振興費は、多面的機能支払い交付金事業として地域ぐるみでの農地維持の活動に

対する活動支援に８０１万０００円、また、シカ捕獲専任班支援事業９６３万０

００円、シカ緊急捕獲拡大事業２１９万０００円、サル監視員事業２４３万０００

円等の取り組みにより、鹿を３６６頭、猿を１６頭、イノシシ８５頭を捕獲処分しまし

た。

農地費の町単独土地改良事業補助金は、区要望８件、４１２万０００円を支出しま

した。

農業施設管理費は、道の駅整備に係る設計を１０７万円で業務委託しました。

地籍調査費は２億３４３万０００円で、計画のとおり順調に進んでおり、２８年度

は主に県の委託事業として山林部調査を作畑、新田、越知、川上、大山、猪篠の６地区

において実施しました。

林業総務費は、広域基幹林道千ケ峰・三国岳線、延長２５０メートルの工事費負担金

として７３０万０００円を支出しました。

林業振興費は、森林機能の強化と間伐促進として、森林管理１００％推進事業では、

間伐６カ所６ ６９ヘクタール、作業道６カ所５９５メートル、県民緑税を活用した

緊急防災林整備事業では、６カ所２ ７ヘクタールを実施しました。また、町単独の間

伐材の搬出に対する補助事業では、補助金６３５万０００円、そして県の補助対象

とならない裏山防災工事に対する治山治水補助事業では、６区に７５６万０００円を

補助しました。

水産業費は、町内３つの漁業組合の運営のために６７５万円を補助しました。

商工費の商工振興費は、町商工会へ０６０万円の補助金、そして商店街のにぎわい

づくりとして寺前駅前銀座商店会アンテナショップ、木造７１平方メートルの設置に対

しての補助金３９２万０００円を支出しました。

観光施設の管理事業は、わくわく公園、ホテルモンテ・ローザ、観光交流センター、

農村環境改善センター、グリーンエコー笠形体育施設、桜華園の指定管理料に２００

万０００円、そして各施設の修繕料は８６４万０００円、工事費は、ヨーデルの森

浄化槽維持修繕工事等により９２１万円を支出しました。また、観光交流人口１００

万人を目標として、これまで進めてきた観光プロデュースや、県と町で実施した大河内

高原の冬場の魅力づくりのためのリーディングプロジェクトなど、さまざまな施策を積

極的に展開してきましたが、入り込み客数は６３万１１０人となり、昨年度と比較し

て ２％減少しました。

大河内高原整備費は、神河町の最大の弱点である冬場の集客に向け、地方創生の目玉

として最重点施策である峰山高原スキー場整備に全力で取り組み、辺地対策事業債や地
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方創生拠点整備交付金の財源が確定する中で、本格的に工事等に着手しました。本年度

の辺地対策事業としての支出額は４８５万０００円となっています。

土木費の土木管理費は、本村区と岩屋区の急傾斜地崩壊対策事業に係る県への負担金

７００万円を支出しました。

道路橋梁費は、区要望２４件を含めた道路補修工事費は１３０万０００円、そし

て１月の大雪による道路除雪委託料などの関連経費９４８万円を支出しました。

橋梁の長寿命化修繕事業は、今年度から本格的に修繕工事に着手しており、測量委託、

修繕工事等で１億６０２万０００円を支出しました。

町道橋梁新設改良費は、道整備交付金事業の水走り中河原線は、４０メートルの工事

費等で５２２万０００円、神崎・市川線４５メートル、支線３０メートルの工事費

等で７１３万０００円、町単独道路改良事業は、区要望６件を含めて６２９万円

を支出しました。

河川費の河川改修工事は、区要望５件を含めて０３９万０００円、そして昨年度

に引き続き河川台帳の整備に取り組みました。

住宅費は、最重要施策の人口減少対策である子育て世代への支援として、若者世帯向

け家賃補助金では５５世帯に８９３万０００円、若者世帯住宅取得支援補助金では１

５世帯に４５２万円を補助しました。また、昨年度に引き続き若者世帯向け低家賃の

中村地域優良賃貸住宅の２期目の建設事業に１億２６４万０００円を支出しました。

消防費では、安全・安心なまちづくりの強化のための地域の防災・消防の施設整備事

業として、根宇野、寺野の小型動力ポンプつき軽四積載車の購入に０５１万０００

円、そして大山、長谷の耐震性貯水槽の設置に６８４万０００円を支出しました。

また、最重点施策である災害時の緊急放送手段として無線を利用し、町内全戸を網羅

する防災行政無線システム整備に着手し、４億５３６万０００円を支出しました。

教育費の小・中学校・幼稚園管理費では、各学校及び幼稚園の適切な管理運営とあわ

せ、教育環境の改善として施設の補修工事を行いました。

社会教育費は、文化財保存事業では文化遺産を活かした地域活性化事業活動支援金を

含めて３４４万０００円、県補助事業のふるさと創生推進事業では「播磨風土記」を

中心とした文化財の保存、活用に努め、かみかわ風土記ウオークの開催や歴史文化基本

構想による保存活用計画の策定に係る調査業務などに９０７万０００円、そして文化

庁の文化芸術振興費補助金を活用して、神河町歴史文化保存活用計画の策定に３５４万

円を支出しました。

保健体育費は、マラソン大会を中心に、さまざまなスポーツ大会・教室を開催しまし

た。

公民館費は、図書室の図書を中央公民館では３８３冊、神崎公民館では３８２冊を購

入し、充実させました。

学校給食については、施設の適正な維持管理に努め、一年を通じて子供たちに安全な
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給食を提供しました。

以上、平成２８年度決算の概要を説明申し上げましたが、詳細につきましては会計管

理者から説明いたしますので、よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１０時２０分といたしま

す。

午前 ９時５９分休憩

午前１０時２０分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

それでは、第８３号議案、平成２８年度神河町一般会計歳入歳出決算について詳細説

明を求めます。

山本会計管理者。

○会計管理者兼会計課長（山本 哲也君） 会計課、山本でございます。それでは、第８

３号議案、平成２８年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件につきまして、決算書に

沿って説明をさせていただきます。

なお、町長の提案説明も詳しく説明がありまして、重複する部分があるかもしれませ

んが、お許しいただきたいと思います。

まず、決算書の１ページから４ページでございます。歳入の決算書となっています。

その歳入合計額につきましては、３ページ、４ページに記載がありますので、ごらんを

いただきたいと思います。平成２８年度一般会計の当初予算総額は９２億７００万円

で、その後、８回の予算の補正を行いまして、差し引き２億７０４万円の増額と平成

２７年度からの繰り越し財源分が２億４２２万０００円によりまして、最終の予算現

額は９７億８２６万０００円となりました。

これに対し、歳入の決算額は、調定額が８８億５４２万７３５円、収入済み額が

８６億８５５万８１６円で、予算額に対する歳入の執行率は８ ４％となっています。

不納欠損額が３０９万６９１円で、収入未済額は１億３７７万２２８円となっ

ています。

次に、決算書の５ページから８ページにかけましては、歳出の決算書となっています。

その歳出合計額が７ページ、８ページに記載がありますので、ごらんいただきたいと思

います。歳出の決算額は、支出済み額８４億０３８万１３０円で、予算額に対する

歳出の執行率は８ １％でございます。翌年度繰越額が９億４４８万円で、不用額は

２億３３９万８７０円となり、歳入歳出差し引き残額は２億８１６万６８６円

となっています。

決算実質収支に関する調書につきましては、後ほど説明させていただきます。

それでは、９ページ、１０ページからの歳入歳出事項別明細書によりまして説明をさ

せていただきます。まず、歳入関係でございます。１款町税は、収入済み額１９億１
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２１万２５４円で、歳入総額の２ ０％を占め、不納欠損額は６８件で３０２万０

９１円、収入未済額は３９５万６３５円で、徴収率は９ ６％でございます。

１項町民税は、収入済み額５億９７１万７６６円で、不納欠損額は１７件で８４万

１９１円、収入未済額は６４２万３２５円で、徴収率は９ ９％でございます。

１目個人町民税は、収入済み額４億０１４万６６６円で、徴収率９ ４％、現年課

税分の徴収率は９ ９％、滞納繰り越し分の徴収率は１ ６％でございます。

２目法人町民税は、収入済み額９５７万１００円で、徴収率９ ８％、現年度課

税分の徴収率は９ ４％、滞納繰り越し分の徴収率は２ ０％でございます。

２項固定資産税は、収入済み額１３億４２８万３６１円で、収入総額の１ ０％を

占め、不納欠損額は２８件で１９２万７００円でございます。収入未済額は４７５万

４１０円で、徴収率は９ ８％です。

１目固定資産税は、収入済み額１３億２９０万８６１円で、徴収率９ ８％、現年

課税分の徴収率は９ ９％、滞納繰り越し分の徴収率は１ ４％でございます。

２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金は、収入済み額１３７万５００円で、

新野県営住宅、生野ダム関連などの土地建物分となっています。

３項軽自動車税は、収入済み額８１７万５００円で、不納欠損額は２３件で２５

万２００円、収入未済額は２７６万９００円で、徴収率は９ ７％でございます。

４項町たばこ税は、収入済み額８６４万２２７円で、徴収率は１００％です。

５項鉱産税は、収入済み額３９万４００円。

２款地方譲与税は、収入済み額７３８万０００円で、収入総額の ８％となって

います。内訳は、次の１１、１２ページをお願いいたします。第１項地方揮発油譲与税

で収入済み額９６８万０００円、２項自動車重量譲与税で収入済み額４７０万

０００円です。

３款利子割交付金は、収入済み額１７２万０００円、４款配当割交付金は、収入済

み額６８９万０００円、５款株式等譲渡所得割交付金は、収入済み額４２９万００

０円、６款ゴルフ場利用税交付金は、収入済み額５８８万７６０円でございます。

１３、１４ページをお願いいたします。７款地方消費税交付金は、収入済み額１億

８１８万０００円、８款自動車取得税交付金は、収入済み額９３２万０００円、

９款地方特例交付金は、収入済み額４００万０００円でございます。

１０款地方交付税は、収入済み額３２億７０４万０００円で、収入総額の３ ２

％を占めています。内訳といたしましては、普通交付税で２７億４８４万０００円、

特別交付税で５億２２０万となっております。

１１款交通安全対策特別交付金は、収入済み額２４８万０００円でございます。

１５、１６ページをお願いいたします。１２款分担金及び負担金は、収入済み額０

２９万９４０円で、収入総額の ６％となっています。内訳は、１項分担金で２６６

万０３６円、うち１目総務費分担金は４０万円で、ケーブルテレビの加入金でござい
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ます。

２目農林業費分担金の収入はございませんでした。３目土木費分担金は２２６万０

３６円で、町道改良工事に係ります受益者分担金でございます。

２項負担金は７６３万９０４円で、うち１目総務費負担金は０６２万４３９

円で、被災地復旧復興中長期職員派遣に伴います人件費負担金でございます。

２目民生費負担金は０１６万２９３円で、１節児童福祉費負担金９９６万００

０円は、寺前保育所、神崎保育園等の運営費負担金、２節老人福祉費負担金１９万２

９３円は、老人福祉施設入所者費用徴収金でございます。

３目衛生費負担金は９７９万４８７円で、１節環境衛生費負担金９６３万１０７

円は、中播北部行政事務組合からの職員給与負担金でございます。１７ページ、１８ペ

ージをお願いいたします。２節水道費負担金１６万３８０円は、消火栓移設に伴います

受益者負担金でございます。

４目農林業費負担金は７０５万６８５円で、中播農業共済事務組合からの職員給与

負担分でございます。

１３款使用料及び手数料は、収入済み額２億１９４万９０４円で、収入総額の

７％となっています。

１項使用料は、収入済み額２億３９４万６２９円で、うち１目総務使用料は１億

４７８万３９５円で、過年度分も含めてのケーブルテレビ利用料が主なものでござ

います。不納欠損額は２件で７万６００円、収入未済額の２０８万３００円もケー

ブルテレビ利用料分でございます。

２目衛生使用料は７５３万５４０円で、過年度分も含めての合併処理浄化槽の保

守管理受託分で、収入未済額は３４万０７０円でございます。

３目土木使用料では０１４万６９９円で、１節住宅使用料は、町営住宅４団地の

過年度分も含め６３７万９２０円でございます。収入未済額は、比延住宅の現年分と

過年度分合わせて３５万０８０円となっています。２節道路使用料は９２５万５９

５円で、道路占用料でございます。３節町営駐車場使用料は４４１万３２４円で、寺

前駅前２カ所の駐車場使用料でございます。４節法定外公共物使用料は１０万８６０

円でございます。

４目教育使用料は１４８万９９５円で、幼稚園の保育料や預かり保育料で４６６

万２５０円、地域交流センター使用料で４３２万４００円、過年度分も含めた学童

保育クラブ施設使用料５６０万７５０円や、次の１９ページ、２０ページの公民館使

用料で１０２万０００円、町民温水プール使用料４６５万４９５円などでござい

ます。収入未済額の４万円は過年度分の学童保育クラブ施設使用料分でございます。

２項手数料は、収入済み額７９９万２７５円で、うち１目総務手数料は６６５万

７３５円で、ケーブルテレビ端末機器設置手数料や税関係諸証明に係ります徴税手数料

のほかに、戸籍住民基本台帳関係の証明手数料などでございます。収入未済額２万９
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００円は、ケーブルテレビ端末機器設置手数料分でございます。

２目衛生手数料は１１７万７４０円で、し尿くみ取りや畜犬登録関係などに伴いま

す手数料でございます。

３目土木手数料は１６万８００円で、屋外広告物許可手数料や建築確認調査手数料

などでございます。

２１、２２ページをお願いいたします。１４款国庫支出金は、収入済み額６億６７

０万９４５円で、収入総額の ３％となっています。

１項国庫負担金は、収入済み額３億５０８万８８４円で、うち１目民生費国庫負担

金は３億５００万０２１円、１節保育所運営費負担金は、過年度分も含め６５１万

１７５円、２節保険基盤安定負担金は０３７万６３８円、３節心身障害者福祉費

負担金では、障害者自立支援給付費などの国庫負担金で１億９３３万５３９円、４

節児童手当交付金は１億７９７万９９９円、５節低所得者保険料軽減負担金は８１万

６７０円でございます。

２目衛生費国庫負担金は８万８６３円で、過年度分を含めた未熟児療育医療給付事業

負担金でございます。

２項国庫補助金は、収入済み額３億８８７万７７２円で、うち１目総務費国庫補

助金は１６６万７７２円、社会保障・税番号システム整備費補助金５１８万００

０円や個人番号カード交付事業費補助金及び事務費補助金で２０５万０００円、地方

公共団体情報セキュリティー強化対策補助金で５９５万円、地域住民生活等緊急支援交

付金で４３２万４６６円、地方創生推進交付金４１４万３０６円でございます。

２３、２４ページをお願いいたします。２目民生費国庫補助金は４５３万０００

円で、地域生活支援事業補助金１８０万０００円、臨時福祉給付金関係事業費補助金

９４８万０００円や地域介護福祉空間整備等推進交付金で２６８万０００円など

でございます。

３目衛生費国庫補助金は３１万０００円で、感染症予防事業の補助金となっていま

す。

４目土木費国庫補助金は１億３８９万０００円で、１節道路橋梁費補助金では、

社会資本整備総合交付金２６８万０００円、道整備事業交付金１３９万０００

円、２節住宅費補助金は、地域優良賃貸住宅等に係る社会資本整備総合交付金９８１

万０００円でございます。

５目教育費国庫補助金は８４６万０００円で、次の２５、２６ページをお願いいた

します。１節小学校補助金、僻地児童生徒援助費等補助金などで１２１万０００円、

２節中学校費補助金も、僻地児童生徒援助費等補助金などで２９９万円、３節社会教育

費補助金は、文化芸術振興費補助金３０１万０００円、埋蔵文化財緊急発掘調査費補

助金１２５万円でございます。

６目商工費国庫補助金は、収入はございませんでした。
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３項国庫委託金は、収入済み額２７４万２８９円で、うち１目総務費国庫委託金は

１５万０００円で、自衛隊員募集事務委託金や中長期残留者居住地届け出事務委託費

でございます。

２目民生費国庫委託金は２５９万２８９円で、国民年金事務委託金２５３万８６

５円が主なものでございます。

１５款県支出金は、収入済み額５億８６８万８７２円で、収入総額の ９％とな

っています。１項県負担金は、収入済み額１億４９５万６１４円で、うち１目総務

費県負担金は３６６万１７０円で医療事務市町交付金、２目民生費県負担金は１億

１２２万７８９円で、１節保育所運営費負担金は、私立保育所運営費負担金で３２

６万９９３円、２節保険基盤安定負担金は３１４万２１１円、次の２７、２８ペ

ージをお願いいたします。３節心身障害者福祉費負担金は、障害者自立支援給付費等の

県負担金で０１３万１６７円、４節軽減保険料負担金は、後期高齢者医療保険基盤安

定負担金で０１７万３４０円、５節児童手当交付金で４０６万９９８円、６節

低所得者保険料軽減負担金で４５万０８０円でございます。

３目衛生費県負担金は５万６６５円で、未熟児療育医療給付事業負担金でございま

す。

２項県補助金は、収入済み額２億７７８万７４８円で、うち１目総務費県補助金

は０４０万０００円で、バス対策費補助金２１０万０００円、ふるさとづくり推

進事業補助金２５０万円、市町振興支援交付金６３０万０００円、電源立地地域対策

交付金事業補助金９４０万円が主なものでございます。

２目民生費県補助金は３９９万９６２円で、１節社会福祉費補助金は、民生児童

委員活動費用など社会福祉事業に対する補助金で４９７万５００円、２９、３０ペー

ジをお願いいたします。２節老人福祉費補助金は、老人クラブに係る補助金や地域介護

拠点整備費補助金等で２１２万０００円、３節医療助成費補助金は、福祉医療のそ

れぞれの医療に対する補助金で７２９万４６２円、４節児童福祉費補助金は、各子

ども・子育て支援交付金で９５９万０００円でございます。

３目衛生費県補助金は４１２万円で、３１、３２ページをお願いいたします。健康増

進事業、自殺対策強化や僻地診療所運営費などの補助金となっております。

４目農林業費県補助金は１１３万５６６円で、１節農業費補助金は６６４万

３６６円で、中山間地域等直接支払い交付金関係で合わせて０９２万２９７円、地

籍調査事業補助金２０５万０００円、農業委員会交付金２０５万０００円、多面的

機能支払い交付金６９６万１７０円、集落営農組織高度化促進事業補助金２５０万

円、鳥獣被害防止総合対策事業補助金５０５万０００円、経営所得安定対策直接支払

い推進事業補助金３７９万０００円、人・農地問題解決推進事業補助金３４５万３

００円、市町振興支援交付金１６６万８１６円、環境保全型農業直接支払い補助金１４

０万１５０円、経営体育成支援事業補助金１０８万円、道の駅整備費補助金４２８
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万１２８円などでございます。２節林業費補助金では、緊急防災林整備事業補助金な

どで４３８万２００円でございます。３節水産業費補助金は１０万円です。

５目商工費県補助金は７１２万０００円で、峰山新宿泊施設起債償還補助金でご

ざいます。

６目土木費県補助金は２０７万０００円で、簡易耐震診断推進事業補助金７万０

００円、さとの空き家活用支援事業補助金２００万円でございます。

７目消防費県補助金は７７万２２０円で、３３、３４ページをお願いいたします。

ふるさとづくり推進事業補助金でございます。

８目教育費県補助金は８１５万０００円で、小学校体験活動事業補助金１２３万

０００円や中学校のトライやる・ウイーク事業補助金４５万円、ひょうご放課後子ども

プラン推進事業補助金５０万０００円、ふるさとづくり推進事業補助金４５０万円、

地域共有土曜チャレンジ学習事業補助金５３万０００円、埋蔵文化財緊急発掘調査費

補助金６２万０００円が主なものでございます。

３項県委託金は、収入済み額１億５９４万５１０円で、うち１目総務費県委託金

は８２０万８１０円で、県民税の徴収委託金が８１８万８４８円、参議院議員

通常選挙に係ります委託金９２３万２５３円や経済センサス活動調査を初めとします

各種統計調査の委託金が７８万２８１円が主なものとなっております。

２目民生費県委託金の６万０００円は、連合事務市町交付金でございます。

３目の衛生費県委託金の収入はございませんでした。

３５、３６ページをお願いいたします。４目農林業費県委託金は１億８２１万４

００円で、地籍調査事業委託金１億５００万円、ナラ枯れ防除事業委託金３２１万

４００円でございます。

５目商工費県委託金は７２９万０００円で、砥峰高原自然交流館の管理運営に係る

委託金となっております。

６目土木費県委託金は１８０万３００円で、河川クリーン作戦事業委託金５０万円

やチェーン着脱場維持管理委託金１２３万円が主なものでございます。

７目教育費県委託金は３５万円で、自然環境学習事業委託金でございます。

１６款財産収入は、収入済み額７０６万７５４円で、収入総額の ２％となってい

ます。１項財産運用収入は、収入済み額５２１万７７４円で、うち１目利子及び配

当金の８１７万７３４円は、各基金から生じた利子分となっております。

２目財産貸付収入は７０３万０４０円で、歯科診療所テナント等貸付収入で１５９

万２００円、駐車場用地貸付収入で１２８万６００円、３７、３８ページをお願い

します。携帯電話基地局用用地の貸付収入で１０１万８０８円や町有地貸付収入とし

て、医療法人伯鳳会や西日本ライフなどから合わせて２７１万３９２円などを収入し

ています。なお、川崎住宅跡地貸し付け分で収入未済額５万６００円がございます。

２項財産売り払い収入は、収入済み額１８４万９８０円で、１目不動産売り払い収
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入は、町有地、法定外公共物でございますが、の売り払いや県道拡幅に伴いますケーブ

ル移設の補償費となっております。

２目物品売り払い収入の収入はございませんでした。

１７款寄附金は、収入済み額５００万３８６円で、収入総額の ４％となってい

ます。うち１目一般寄附金は３８６円で、マックスバリュから有料レジ袋の販売収益金

の寄附金でございます。

２目指定寄附金の５００万０００円は、神河ふるさとづくり応援寄附金でござい

ます。

１８款繰入金は、収入済み額１億７２５万４８６円で、収入総額の ０％となっ

ています。１項他会計繰入金は、収入済み額１７９万９４１円で、うち１目介護療

育支援事業特別会計繰入金は６３８万４０４円で、建設償還金の負担分の繰り入れと

なっております。

２目国民健康保険事業特別会計繰入金は１４万５３７円で、特定保健指導事業経費

分の繰り入れでございます。

３９、４０ページをお願いします。３目介護保険事業特別会計繰入金は４７５万０

００円で、郡認定審査会に係ります人件費、光熱水費、通信費分の繰り入れとなってお

ります。

４目土地開発事業特別会計繰入金は５００万円で、しんこうタウン１区画分の売却に

伴います収入分の繰り入れでございます。

５目地区振興基金特別会計繰入金は５５０万円で、寺前漁協、長谷漁協組合への補助

金分の繰り入れとなっております。

２項基金繰入金は、収入済み額１億５４６万５４５円で、うち１目公共施設維持

管理基金から１６３万０００円、２目用品調達基金から３０万円、３目環境保全基

金から３６万３９９円、次の４１、４２ページをお願いいたします。４目大河内水力

発電所対策基金から５５万７０９円、５目神河ふるさとづくり応援基金から１００

万円、６目財政調整基金から１億９１８万０００円、７目福祉基金から１２０万円、

８目まちづくり基金から１２２万４３７円を各基金の目的によりまして取り崩しの上、

繰り入れを行っております。

１９款繰越金は、収入済み額１億７００万２９４円で、平成２７年度から繰り越

し財源充当額３８７万０００円を含んでの繰越金で、歳入総額の ０％となっていま

す。

２０款諸収入は、収入済み額１億４００万２２１円で、歳入総額の ０％となっ

ています。１項町預金利子は、収入済み額１６万４１５円で、一時預金に係ります利

子分でございます。

２項延滞金加算金及び過料は、収入済み額１４５万４３３円で、町税の延滞金でご

ざいます。
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４３、４４ページをお願いいたします。３項貸付金元利収入は、収入済み額１４９万

５２２円で、住宅改修・新築等に係ります資金の貸し付け事業分で、収入未済額は過

年度分も含めまして６０２万３７６円となっております。

４項受託事業収入は、収入済み額７３万４８１円で、県道などの草刈り、草処分に

係ります県姫路土木事業所からの環境整備受託事業収入でございます。

５項雑入は、収入済み額１億０１５万３７０円で、うち１目診療収入は４１８万

２３１円で、上小田、川上各診療所の診療報酬で、国保連合会などからの受入金となっ

ております。

２目雑入は１億５９７万１３９円で、１節新市町村振興交付金は、宝くじ市町交

付金で０７５万９３５円、３節集団健診実費徴収金は２３１万４１５円、４節環

境対策育林事業受入金は、兵庫みどり公社からの推進事業受入金で１１５万６２２円、

５節消防団員退職報償金等受入金は、消防団員の退団に係る退職報償金５２２万５

３９円などでございます。

４５、４６ページをお願いします。６節一般公演鑑賞料は、公民館での自主公演、第

６回かみかわ寄席とアコースティック名曲リサイタルのチケット販売収入８６万５０

０円でございます。７節給食事業収入は、原材料分の徴収金８９１万８９４円で、

収入未済額は過年度分も含め８９万２６７円となっています。８節起債償還受入金は、

グリーンエコー笠形活性化事業分で４１２万２１０円と神崎フードから炊飯設備更新

に係ります償還補填３６７万５８２円でございます。９節雑入では、１００万以上の

主なものといたしまして、福祉医療高額療養給付調整金２５２万１８５円、後期高齢

者医療広域連合健診補助金１６８万０００円、町有自動車損害保険受入金１０１万

４５７円、山村留学事業の参加費３７９万０００円、ケーブルテレビ引き込み工事

費負担金１０６万１２０円、グリーンエコー笠形浄化槽維持管理経費負担金３１５万

０００円、町有建物災害共済受入金２０２万１６０円。

４７、４８ページをお願いいたします。文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事

業返済金２４５万６９１円、中村区イベント備品購入に伴いますコミュニティー助成

事業の助成金２５０万円、農地中間管理事業推進委託金１４０万円、かみかわ銀の馬車

道まちづくり協議会支援金返還金３５５万円、振興協会市町交付金６８３万８９６円、

次の４９、５０ページをお願いします。地球温暖化対策推進事業補助金９２８万００

０円などとなっております。

２１款町債は、収入済み額１１億２１４万０００円で、収入総額の１ ２％とな

っています。うち１項町債、１目臨時財政対策債は２億６３４万０００円で、地方

税収の減少に伴うものでございます。

２目農林業債は６５０万円で、広域基幹林道開設事業に係るものでございます。

３目商工債は５００万円で、峰山高原スキー場建設に係るものでございます。

４目土木債は２億６４０万円で、１節道路橋梁債は１億０５０万円で、神崎・市
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川線、町道作畑・新田線と神崎・市川支線の道路整備事業債、橋梁整備事業債は橋梁長

寿命化事業分となっています。２節住宅債は５２０万円で、地域優良賃貸住宅事業に

よる中村団地２期整備分でございます。３節河川債は４４０万円で、センタンノ木谷川

護岸修繕、入隅谷川護岸修繕に係ります河川整備事業分でございます。４節急傾斜地債

の６３０万円は、急傾斜地崩壊対策事業に係るものでございます。

５目消防債５億０４０万円は、消防施設整備事業で繰り越し分と合わせて７３０

万円、消防車両整備負担金事業８００万円、防災行政無線システム整備事業４億５１

０万円となっています。

６目総務債は７５０万円で、地方公共団体情報セキュリティー強化対策事業分でご

ざいます。

地方債の現在高の状況につきましては、決算説明資料の８７ページに記載がございま

すので、後ほどごらんいただければと思います。

以上、大変荒っぽい説明になりましたが、歳入についての説明を終わらせていただき

ます。

引き続き歳出の説明に入らせていただきます。歳出関係の説明につきましては、決算

書の５１、５２ページをお願いをいたします。１款議会費は、支出済み額１８２万

４４７円で、歳出総額の １％となっています。決算説明資料の１６ページでございま

す。１項１目議会費は、議員報酬及び事務局職員３名の人件費や議会だよりの印刷費、

各種負担金など、議会運営に係ります経費を支出しています。

２款総務費は、支出済み額１３億９４３万６２３円で、歳出総額の１ ８％でご

ざいます。説明資料は１６ページから３０ページでございます。決算書の５３、５４ペ

ージをお願いいたします。１項総務管理費は１２億５０２万５３９円です。

うち１目一般管理費は４億３７５万６３１円で、特別職２名及び一般職員１２名の

人件費や、ふるさとづくり応援寄附金に対する返礼品６４５万５００円、各区長へ

の行政事務協力謝金８５２万円や、決算書５５、５６ページをお願いいたします。コン

ピューター保守点検に伴います委託料３７７万８９０円、コンピューター使用料３

０４万１２８円、ネットワーク機器更新に係るＬＡＮ配線工事費５３７万４００円、

備品購入費ではネットワーク関連の機器購入で２７７万７３２円。

５７、５８ページをお願いいたします。地方バス路線の維持確保のための公共交通維

持確保対策補助金で３１６万０００円、各区への環境美化支援金で３９９万７００

円などを一般的な事務的経費や２名の医学生に対し、医師修学資金貸与金４８０万円、

神戸大学への寄附口座寄附金として３００万円などを支出しています。また、個人番

号カード交付事業費補助金事業の負担金、補助及び交付金で９３万０００円を２９年

度へ繰り越ししております。

２目文書管理費は２１９万８９１円で、町の広報紙の印刷費３６５万４８０円

のほか、広報配布委託料１９万４００円、条例等整備支援業務委託料２３７万００

－１１９－



０円、文書管理業務委託料１６９万７６０円、例規システム使用料２２３万４８８

円などを支出しています。また、個人情報取扱事務データベース化事業の委託料で２１

６万円を２９年度へ繰り越ししております。

３目会計管理費は６８０万９３３円で、会計課職員４名の人件費が主なものでご

ざいます。次の５９、６０ページをお願いします。そのほかに、指定金融機関への取扱

手数料で７０万円などを支出しております。

４目財産管理費は２億２２２万３１１円で、役場本庁舎や神崎支庁舎などの維持

管理経費が主なもので、役務費では、公有建物と町有自動車の保険料で合わせて７５９

万８８９円、委託料では、清掃維持管理委託料で２２５万１１４円、宿日直業務等

の委託で３００万４００円、次の６１、６２ページをお願いします。窓口等業務委託

料で４１１万７４０円、マイクロバス運行管理委託料で９５４万２８２円、庁舎修

繕調査業務委託料で５８３万０００円や、備品購入費では公用車両購入として１１３

万３４８円を支出しております。積立金では、財政調整基金に１４５万１７９円、

神河ふるさとづくり応援基金に５００万０００円、公共施設維持管理基金に８１

１万５２８円、まちづくり基金に２６９万５１０円など、それぞれ基金の目的によ

り積み立てを行っております。

５目交通対策費は４５１万７９６円で、コミュニティーバス運行に係ります委託

料３３６万３８２円、次の６３、６４ページをお願いします。工事請負費では、ガ

ードレールや反射鏡、区画線などの交通安全施設整備工事で５４８万６４０円、負担

金、補助では、路線バスコミュニティー料金化事業負担金で４４３万０５３円などを

支出しております。

６目企画費は２億３５７万９５９円で、職員１１名の人件費と地域おこし協力隊

事業や地域創生事業などに係る経費が主なものとなっております。次の６５、６６ペー

ジをお願いします。委託料では、かみかわ木造インターンシップ委託料で５００万円、

旧粟賀小学校跡地の利活用のためのＰＦＩ導入計画策定委託料で７９７万４００円など

を支出しております。工事請負費では、活動拠点施設整備工事として長谷村営マーケッ

トの駐車場、トイレなどの整備に６５９万２８０円、負担金、補助では、次の６７、

６８ページをお願いします。まちづくり活動補助金で１９７万８００円、コミュニテ

ィー助成金で２５０万円、創業促進事業補助金で３３１万０００円、シングルマザー

移住支援協議会補助金９２６万９７２円、かみかわアグリイノベーション補助金は、

繰り越し分と合わせまして７５６万１７４円などを支出し、繰出金では、寺前地区

振興基金特別会計へ０００万円を支出しております。また、民間資金等活用事業調査

費補助金交付金事業で８３９万０００円を２９年度へ繰り越ししております。

６７、６８ページをお願いいたします。７目ＣＡＴＶ管理運営費は１億４９０万

３００円で、ケーブルテレビ運営のための職員４名の人件費や嘱託・臨時職員の賃金な

どを支出いたしまして、次の６９、７０ページをお願いします。まず需用費では、電気
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代やケーブル幹線移設などの修繕料で２３１万２００円、委託料では、施設や各機

器の保守管理委託料や番組制作委託料などを合わせて７３５万０９３円、使用料及

び賃借料では、インターネット回線使用料で９６５万４７７円、センターモデムや

ネットワーク機器等ケーブルテレビ端末機器のリース料で２３０万８９０円、自主

放送自動送出装置のリース料で７６０万３２円など、工事請負費では、繰り越し事業の

県道改良工事に伴います支障ケーブルの敷設がえ工事費で１３４万５２０円、新規引

き込み工事費で７０万０８０円、備品購入費では、送受信用の備品等で２１８万６

００円、告知端末機の購入で２８万８００円、７１、７２ページをお願いします。無停

電装置の購入で３５８万４４０円を支出しております。積立金では、ケーブルテレビ

維持基金積立金として８２９万１０８円を積み立てております。

８目諸費は５７９万９３１円で、主なものは町税の過誤還付金３６３万０７１円

や過年度の国・県補助金等の返還金などとなっております。

９目総合推進費は２７万０００円で、行財政改革推進委員会に係るもので、委員会

委員の報酬１８万０００円や費用弁償が主なものでございます。

１０目消費者行政費は９７万７８７円で、消費者行政に係るもので、印刷製本費で

は、高齢者用の啓発小冊子９万７２０円、負担金、補助で郡の消費生活相談中核センタ

ーへの負担金が８７万２９７円が主なものとなっております。

２項徴税費は４３０万４３７円で、７３、７４ページをお願いいたします。１目

税務総務費は１９５万３９７円で、徴税事務職員５名の人件費と臨時職員の賃金と

なっております。土地評価総合計画等業務委託料で５１７万４４０円、固定資産税基

礎図面等整備業務委託料で２５３万７６０円、標準地鑑定評価業務委託で７３２万

５６０円などが主なものでございます。

２目賦課徴収費は２３５万０４０円で、家屋調査員の謝礼や賦課徴収に係る納付書

等の印刷代でございます。徴収指導相談業務委託料や兵庫県電子自治体推進協議会負担

金などを同じく賦課徴収費から支出をいたしております。

７５、７６ページをお願いいたします。３項戸籍住民基本台帳費は０５７万６７

９円で、職員１名の人件費や個人番号カード交付事業事務交付金１８９万６００円な

ど、戸籍事務に要した事務経費でございます。

４項選挙費は８０２万９３７円で、うち１目選挙管理委員会費は８７８万６８

４円で、次の７７、７８ページをお願いします。選挙管理委員会の委員報酬や職員１名

の人件費と選挙経常事務に要した事務経費でございます。

２目参議院議員通常選挙費は９２３万２５３円で、平成２８年７月１０日に執行し

ました参議院議員通常選挙に要した事務経費でございます。

次の７９、８０ページをお願いします。５項統計調査費は７９万９８０円で、毎月

人口統計や工業統計、教育統計、経済センサスなどの統計調査と、８１、８２ページを

お願いいたします。統計調査員の確保対策に要した経費となっております。
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６項監査委員費は７０万０５１円で、監査委員報酬と費用弁償などで、町の行政事

務全般について例月監査や決算審査に要した経費となっております。

３款民生費は、支出済み額１３億６５５万３６８円で、歳出総額の１ ６％となっ

ています。決算説明資料は３０ページから３９ページとなっております。１項社会福祉

費は９億１４０万００１円で、うち１目社会福祉総務費は４億８１万７７２円で、

職員３名の人件費や、次の８３、８４ページをお願いします。民生児童委員の費用弁償

４５０万０００円、負担金、補助では、防犯協会などへの負担金や補助金を初め防犯

灯のＬＥＤ化の補助金５９５万５３６円、町社会福祉協議会の補助金６０９万９

１０円、戦没者追悼式負担金８９万６２９円、集落公園等整備事業補助金、これは本村

区の足尾公園整備分でございますが、１００万円でございます。

次の８５、８６ページをお願いします。臨時福祉給付金給付事業補助金で、繰り越し

分と合わせまして６０８万０００円が主なものとなっております。扶助費では、住

宅改修費助成で一般型、特別型合わせまして２２０万０００円を、繰出金では国保特

別会計へ８９３万７４８円や介護保険事業特別会計へ２億３２５万０９６円をそれ

ぞれ繰り出ししております。

２目老人福祉費は９３４万９４１円で、ミニデイサービスの運営に係ります委託

料で２２３万５００円、負担金、補助におきましては、老人クラブ関係への活動補助

金等で４８５万４１０円、広域シルバー人材センター関係への負担金で３６５万０

００円、次の８７、８８ページをお願いします。地域介護拠点整備費補助金９５９万

０００円、地域介護福祉空間整備費補助金で２６８万０００円など、扶助費では、

在宅老人介護用品購入や要援護者タクシー運賃助成などで５９５万１０６円を支出し

ております。

３目心身障害者福祉費は２億８９４万４７８円で、郡の障害認定審査会の委員報

酬や、委託料では相談支援委託料で１９９万９５０円、負担金、補助では、中播福祉

会への負担金で５２万０００円、いちかわ園の分園の借入金償還金負担金で３９万

０００円などを支出しております。次の８９、９０ページをお願いします。扶助費では、

障害者等自立支援に係ります居宅介護、生活介護などの介護給付費や入所、通所などに

２億４２４万９８６円を支出しております。

４目医療助成費は１６１万７２１円で、郡医師会への協力金１８２万０７２円

や医療事務処理費等の委託料やシステム改修委託料などで４０９万１３４円を、次の

９１、９２ページをお願いします。扶助費では、重度心身障害者や乳幼児、母子家庭、

高齢重度心身障害者などの医療費で５３４万９８１円が主な支出となっております。

５目国民年金事務費は９１３万７９９円で、職員１名の人件費と国民年金事務に要

した事務費となっております。

６目民主化推進費は１６９万８３７円で、人権活動事業補助金１３６万円などを支

出しております。
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９３、９４ページをお願いいたします。７目後期高齢者医療費は１億９８５万４

５３円で、被保険者に対する療養給付費負担金１億５３７万７７７円や後期高齢者

医療特別会計への繰出金８２０万２６８円が主なものとなっております。

２項児童福祉費は３億５１４万３６７円でございます。うち１目児童福祉費総務

費は６８７万３２４円で、負担金、補助では、子供会連絡協議会や婦人共励会などへ

の補助金で６４万４００円、扶助費では、子供を健やかに生み育てる支援金、延べ３

２件分で３００万円などを支出しております。

２目児童措置費は１億６２８万９４９円で、次の９５、９６ページをお願いいた

します。扶助費で児童手当１億６１８万円の支出となっております。

３目の保育所費は１億１９８万０９４円で、神崎保育園や寺前保育所などの私立

・公立保育所の運営費委託料で１億０７０万５００円、負担金、補助では、一時預か

り事業と延長保育促進事業補助金などで合計で１２６万７２０円などを支出してお

ります。

３項の災害救助費の支出はございません。

４款衛生費は、支出済み額１６億５４９万９４１円で、歳出総額の２ ０％でご

ざいます。決算説明資料は４０ページから４７ページとなっております。１項保健衛生

費は７億５３７万９８７円で、うち１目保健衛生総務費は６億６８８万２４３

円で職員１２名の人件費や嘱託・臨時職員の賃金を、次の９７、９８ページをお願いい

たします。負担金、補助では、公立神崎総合病院事業会計への補助金４億２５１万０

００円、水道事業会計への補助金７６７万円、投資及び出資金では公立神崎総合病院

事業会計へ１億円、繰出金では介護療育支援事業特別会計への９７２万０００円を支

出しております。

２目健康づくり対策費は６９１万４２２円で、予防接種事業に係ります医師等の

賃金や医薬材料費３３７万２５３円を、次の９９、１００ページをお願いいたします。

委託料では、個別接種の委託料や健康づくり対策としての各種検診事業や健康教育、特

定健診、婦人検診などの委託料で０６３万９９８円を支出しております。

３目母子衛生費は９３３万４１１円で、母子保健事業として乳幼児相談や各種教室

などの医師等への賃金や謝礼を支払っております。１０１、１０２ページをお願いいた

します。委託料では、１歳６カ月、３歳児検査や妊婦健診委託料などで４６１万１５

０円、扶助費では、妊婦健診助成金や特定不妊治療助成金などで１３８万０７５円を

支出しております。

４目保健衛生施設管理費は３９４万５６０円で、大河内保健福祉センターの施設管

理に要した費用等になっております。

５目診療所費は８３０万３５１円で、川上、上小田診療所に係ります診療や診療報

酬の委託料で６４７万５５１円、郡医師会による在宅当番医制協力金８８万０００

円などを支出しております。
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１０３、１０４ページをお願いします。２項環境衛生費は０７１万４８９円で、

１目環境衛生費は９９６万７６５円、職員６名の人件費と狂犬病予防や畜犬登録の

事務費となっております。委託料では、省エネルギー化診断調査業務委託料で９７７万

０００円、負担金、補助では、中播北部行政事務組合火葬場の負担金で４７２万

０００円などを支出しております。

２目公害対策費は７５万７２４円となっておりまして、次の１０５、１０６ページ

をお願いします。町内の河川の水質調査委託料３０万７２４円と神崎フードセンター

周辺の環境対策工事費で４５万円の支出となっております。

３項清掃費は８億９４０万４６５円で、うち１目ごみ処理費は３億２２６万

２０７円でございます。廃棄物の減量化や普及啓発の取り組みを行いまして、委託料で

は廃棄物処理業務などの委託料で８４万３７８円、負担金、補助では中播北部行政事

務組合クリーンセンター分の負担金で３億１０５万０００円や資源ごみ回収補助金

を町内３２団体へ１８万２７０円などを支出しております。

２目し尿処理費は４億７１４万２５８円で、合併処理浄化槽に係る管理委託料で

１８５万１９２円、負担金、補助では中播衛生施設事務組合負担金で５８０万

０００円、下水道事業会計への補助金で４億６４万０００円などを支出しております。

５款農林水産業費は、支出済み額４億４２１万０５７円で、歳出総額の ７％と

なっております。説明資料は４７ページから５５ページでございます。決算書１０７、

１０８ページをお願いいたします。１項農業費は４億７５６万４４０円で、１目の農

業委員会費は３７４万５６９円で、農業委員報酬、事務局職員１名の人件費、農業

委員会運営の事務費や農家台帳システムの管理に要した経費が主なものとなっておりま

す。

２目農業総務費は４１０万９４９円で、職員５名の人件費と、次の１０９、１１

０ページをお願いします。嘱託・臨時職員の賃金や農業関係の事務に要した経費でござ

いまして、中播農業共済事務組合の負担金で９４６万０００円などを支出しておりま

す。

３目農業振興費は１億６１５万０７８円で、報償費では農会長への農政事務協力謝

金や、委託料ではサル監視員委託料で２４３万０００円、次の１１１、１１２ページ

をお願いします。備品購入費ではデジタル簡易無線機の購入で１４５万８４０円、負

担金、補助では中山間地域等直接支払い交付金で４４３万０７２円、水田農業推進

補助金で１２０万円、農業機械施設整備支援事業補助金で１０６万０００円、集落営

農高度化促進事業補助金２５０万円、多面的機能支払い交付金８０１万５６０円、

シカ緊急捕獲拡大事業負担金で２１９万４８８円、鳥獣被害防止対策協議会補助金で

１１０万３５６円、地域農業再生協議会補助金で４１２万５００円、米安全対策費

補助金で１９４万２３５円、環境保全型農業直接支払い交付金１８０万２００円、

地域集積協力金で２５０万３００円、シカ捕獲専任班支援事業補助金９６３万００
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０円、経営体育成支援事業補助金１０８万円などを支出しております。

４目農地費は５４６万６１３円で、次の１１３、１１４ページをお願いします。水

路や農道などの改修工事に町単独土地改良事業補助金として８件分４１２万８８０円

などを支出しております。

５目農業施設管理費は４６１万３８７円で、水車公園加工実習施設指定管理料３

００万円、道の駅設計業務委託料で１０６万７２０円などを支出しております。

６目地籍調査費は２億３４３万８４４円で、地籍調査事業に係る経費で職員１０名

の人件費と調査推進員の謝礼、次の１１５、１１６ページをお願いします。調査地区の

現地測量などの委託料で１億６２４万８００円、調査に関する情報管理システムの

リース料で１６８万２５６円などを支出しております。また、地籍調査事業で６２

５万円を２９年度で繰り越ししております。

７目山村振興対策事業費は４万０００円で、県地域振興対策協議会の負担金の支出

となっております。

２項林業費は９５３万６１７円で、うち１目林業総務費は９０３万５９２円

で、職員１名の人件費や、次の１１７、１１８ページをお願いします。県治山林道協会

負担金９７万６５０円、広域基幹林道千ケ峰・三国岳線工事負担金７３０万０００

円などを支出しております。

２目林業振興費は０４９万０２５円で、委託料では木工芸センター指定管理料３

００万円、ナラ枯れ対策業務委託料３１９万４８０円、工事請負費ではピノキオ館の

改修工事費で３２１万８０６円、各林道の修繕工事費で１９９万０８０円、備品購

入費ではバイオマス用材の計量機器の購入で１１８万０００円、負担金、補助では各

生産森林組合への補助金で１５８万円、環境対策育林事業補助金で６５４万７０４円、

緊急防災林整備事業負担金で３８７万０００円、町単独間伐事業補助金６３５万

１２８円、治山治水工事補助金７５６万０００円などを支出しております。

３項水産業費は７１１万０００円の支出で、次の１１９、１２０ページをお願いし

ます。寺前、長谷、越知川の各漁協への補助金で６７５万円が主な支出となっておりま

す。

６款商工費は、支出済み額３億６７２万２６２円で、歳出総額の ０％となって

います。説明資料は５６ページから５９ページでございます。１項商工費も、款と同じ

く３億６７２万２６２円で、１目商工振興費は５７３万６３９円、職員３名の

人件費や、負担金、補助では商工会への補助金０６０万円、ハートフル商品券発行に

伴います商工会への商工振興事業補助金３００万円、寺前駅前商店会アンテナショップ

設置補助金で３９２万０００円などを支出しております。

２目観光振興費は１億２５２万７２４円で、職員３名の人件費や、１２１、１２

２ページをお願いいたします。修繕費では、町内各観光施設に係ります修繕で８６４万

４８４円、役務費では、公有建物等災害共済保険料で１５３万２４８円、委託料で
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は、わくわく公園、それからホテルモンテ・ローザ、観光交流センター、農村環境改善

センター、グリーンエコー笠形体育施設、桜華園の各観光施設への指定管理料で合計で

２００万２００円や、かみかわ夏まつり事業への委託料３８０万円、次の１２３、

１２４ページをお願いします。桜華園の案内看板の設置委託料で２０３万４００円、工

事請負費では、モンテ・ローザの内装改修工事で７４５万０００円、グリーンエコー

笠形のアスレチック修繕と電話設備改修で７５０万６８０円、ヨーデルの森の空調設

備改修で１６０万４８０円、桜華園のスロープ手すり新設工事で２３３万０４０

円など、負担金、補助では、神河町観光協会への補助金９８８万円や外国人観光客受け

入れ基盤整備事業負担金で４４３万０００円などを支出しております。

３目大河内高原整備費は１億８４５万８９９円で、峰山・砥峰高原整備に係る事

業費でございます。次の１２５、１２６ページをお願いします。まず委託料では、峰山

高原附帯施設等の管理委託料で９８１万１６７円、砥峰高原自然交流館の管理運営委

託と同施設の保守管理委託料で合計で４７３万４７２円、外国人観光客受け入れ基盤

整備委託料で１３０万１０４円、峰山高原スキー場関係分では環境保全対策調査業務

委託料で３８７万２５６円、オープン告知用の看板設置委託料で５７万９６０円、

スキー場の測量設計業務合わせまして５１０万などを支出しております。工事請負費

では、スキー場整備工事で６５０万円、砥峰高原駐車場の改修工事に０４２万９

６８円を支出しております。

次の１２７、１２８ページをお願いします。補償補填及び賠償金では、スキー場への

アクセス道路の支障木伐採に伴います立木補償費３６９万８２５円、スキー場建設に

伴います電柱移転の補償費で３２５万０００円を支払っております。また、峰山高原

スキー場整備事業で４億６３５万０００円、地方創生拠点整備交付事業で３億０

０３万０００円の合計８億６３９万０００円を２９年度へ繰り越ししております。

７款土木費は、支出済み額６億２２６万５８１円で、歳出総額の ２％となって

います。説明資料は５９ページから６５ページでございます。１項土木管理費は１億１

８８万０５２円で、１目土木総務費は、職員１１名の人件費や、委託料で長谷駅、寺

前駅及び新野駅のトイレ清掃委託、寺前駅前駐車場及び寺前駐車場の管理委託料合計で

３３７万９８６円、公共土木積算システム保守委託料で１５５万０８８円などを支

出しております。

次の１２９、１３０ページをお願いします。負担金、補助では、岩屋区、本村区内に

おけます急傾斜地崩壊対策事業の負担金で７００万円などを支出しております。

２項道路橋梁費は３億１５３万９３４円で、うち１目道路橋梁維持費は６８６万

７３６円、道路照明の電気代や町道除草作業委託料、チェーン着脱場の管理委託料、

特にことしの１月の大雪によります道路の除雪委託では５８１万９１６円の支出と

なっております。工事請負費では、町道寺前停車場線の舗装修繕や町道裏坂線の舗装修

繕など維持修繕で１３０万０８０円の支出、原材料費では、除雪のための融雪剤の
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購入に２８３万７８０円の支出を行っております。

２目道路橋梁新設改良費は２億４６７万１９８円で、橋梁補修設計業務委託で

９７８万８８０円、町道作畑・新田線測量調査設計委託で３４７万１２０円、工

事請負費では、２７年度からの繰り越し分も含めまして、市場橋、寺前橋、イリスミ橋、

福井橋、西山５号橋の橋梁補修工事や町道水走り・中河原線、町道神崎・市川線、町道

加寺・不動野線、町道比延中川原線、町道種林線の道路改良工事、町道福山２号線道路

新設工事などで１億９０２万３２０円を支出しております。また、社会資本整備総合

交付金事業、橋梁の長寿命化の修繕工事で８７０万０００円を２９年度へ繰り越し

しております。

次の１３１、１３２ページをお願いします。３項河川費は７６１万１８５円で、

１目河川費は、委託料で防災気象情報提供業務委託で２５９万０００円、河川台帳修

正委託料で３３５万８００円、工事請負費で、竹ノ内川、亀岩谷川、イリスミ谷川、

センタンノ木谷川、岡田川のしゅんせつ工事や改修工事で０３９万９２０円などを

支出しております。

４項都市計画費は７１１万９２０円で、１目都市計画総務費は、かみかわ銀の馬車

道まちづくり協議会への補助金７１０万円などを支出しております。

５項住宅費は１億４１１万４９０円で、次の１３３、１３４ページをお願いしま

す。１目住宅管理費は９８９万６９３円で、福本、柏尾、比延、新野、中村の各町

営住宅に係ります維持管理経費となっています。それぞれの団地での退居に伴います修

繕費や比延団地の電気温水器の入れかえ工事を行いまして、負担金、補助では、若者世

帯向け家賃補助を５４名に８９３万０００円、若者世帯住宅取得の支援補助金を１５

名に４５２万円を支出しております。

２目住宅建設費は１億４２１万７９７円で、委託料では、町営住宅中村団地第２

期の設計監理委託料で７０７万０００円、工事請負費では、同じく中村団地第２期の

整備工事で１億２５７万８７７円、負担金、補助では、空き家再生講習会事業補助

金で３００万円や、次の１３５、１３６ページをお願いします。さとの空き家活用支援

事業補助金２件分で４００万円などを支出しております。

８款消防費は、支出済み額７億９６８万５４２円で、歳出総額の ６％でござい

ます。説明資料は６６ページから６８ページでございます。１項消防費も同じく７億

９６８万５４２円で、１目常備消防費は１億３３５万５７３円、姫路市消防局へ

の消防事務委託料で１億４６２万９７６円、負担金、補助では、同消防局へ消防車両

更新負担金として８６８万００４円などを支出しております。

２目非常備消防費は９６１万２５９円で、本部役員８名、本部づき団員１名、分

団長７名、副分団長３２名、班長１５８名、団員３８１名の報酬でございまして、合計

で８５０万円、退職報償金は７０名に４５６万０００円、消耗品費のうち消防団員

夏用の活動服６４２着分を購入いたしておりまして、金額が８８７万４９２円となっ
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ております。負担金、補助では、福祉共済制度掛金で１８１万１６０円、次の１３７、

１３８ページをお願いします。公務災害補償金の掛金で１５０万２１７円や退職報償

金掛金で４７６万８００円などを支出しております。

３目消防施設費は５１０万５０２円で、消防団各部のポンプ自動車の車検や修繕

などの維持管理経費や、委託料では消火栓の新設移転工事費委託料で移設１カ所５３万

６００円の支出、それから分団名の変更に伴います器具庫の名称変更委託料で４２万

１４９円などを支出しております。工事請負費では、本村区、大山区の耐震性貯水槽

の設置で６８４万８４０円、粟賀町部、栗渕部のホース棟の修繕などで１７６万

６０８円を支出しております。備品購入費では、根宇野部、寺野部の小型動力ポンプつ

き軽四消防車０５１万２００円を支出しております。

４目災害対策費は４億１６０万２０８円で、次の１３９、１４０ページをお願い

します。ハザードマップ更新事業委託料で１３１万６００円、防災システム連絡先機

器設定変更業務委託料で１０８万円、防災行政無線システムの施工管理業務委託料で３

７４万円、使用料及び賃借料では、ひょうご防災ネットシステム使用料で９０万２０

０円、工事請負費では、デジタル防災行政無線システム整備工事で４億１８０万円、

姫路市消防局消防連動装置設置工事で８５７万８００円、備品購入費では、防災備

蓄品購入で２４万４１７円、各協議会等への負担金や自主防災組織への補助金で１８

３万０００円などを支出しております。また、防災行政無線システム整備事業で１

６４万０００円を２９年度へ繰り越ししております。

９款教育費は、支出済み額７億７８７万３０６円で、歳出総額の １％でござい

ます。説明資料は６８ページから８４ページでございます。１項教育総務費は７２９

万６７６円で、１目教育委員会費は１０１万７９６円、教育委員５名の報酬、費用

弁償など一般的事務経費となっております。

次の１４１、１４２ページをお願いします。２目事務局費は６２７万８８０円で、

産業医報酬、教育長及び職員５名の人件費と適応教室や情報教育の指導員などの賃金や

ソーシャルワーカーの謝礼６０万円などを支出しております。

次の１４３、１４４ページをお願いします。２項小学校費は３６４万５０４円で、

１目小学校管理費は８９５万９５６円、小学校４校の学校医等に係ります報酬、職員

２名の人件費や嘱託・臨時職員の賃金、次の１４５、１４６ページをお願いします。各

種教材などの消耗品や光熱水費等の管理運営に関する経費を支出しております。委託料

では、通学バス、校医、眼科医の委託料など、使用料、賃借料では、次の１４７、１４

８ページをお願いします。教職員用のパソコン８３台のリース料など、工事請負費では、

神崎小学校のトイレ、寺前小学校のグラウンドトイレの洋式化や越知谷小学校の水路改

修、越知谷小学校、長谷小学校の防犯カメラ設置で６４２万７２８円、備品購入費で

は、指導用の教材やパソコン等の備品購入を行っております。負担金、補助では、校長

会、教頭会の負担金や日本スポーツ振興センター負担金などを支出しております。
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２目小学校教育振興費は４６９万５４８円で、全小学校で実施しました環境体験事

業の委託料６２万０００円、毎年実施しております自然学校推進事業への支出では、

事業合計で２２３万７８１円を、扶助費では、準要保護と特別支援学級児童への援助

費１２６万９４４円を支出しております。

３項中学校費は３４２万３５５円で、次の１４９、１５０ページをお願いします。

１目中学校管理費は５９５万４６６円で、神河中学校の学校医等の報酬、職員１名

の人件費、部活動の対外試合に伴います選手の派遣引率旅費、消耗品費や光熱水費等の

管理運営経費、委託料では、次の１５１、１５２ページをお願いします。通学バス委託

料１３８万３６０円、使用料、賃借料では、教員用パソコン３５台のリース料や対

外試合などへの自動車借り上げ料など、備品購入費では、指導書及び指導用準拠教材購

入で１２８万８７２円を支出しております。負担金、補助では、教科研究参加費、各

種大会の生徒派遣負担金、進路対策の補助金、日本スポーツ振興センター負担金などを

支出しております。

２目中学校教育振興費は７４６万８８９円で、外国語指導助手などの人件費や、次

の１５３、１５４ページをお願いします。町内事業所の協力を得て実施したトライやる

・ウイークの事業委託料で９０万円、扶助費では、準要保護と特別支援学級生徒への援

助費１５０万０３７円などを支出しております。

４項幼稚園費は１億８５７万６５５円で、１目幼稚園費は、幼稚園４園の園医や

歯科医の報酬、職員１２名の人件費や嘱託・臨時職員の賃金、次の１５５、１５６ペー

ジをお願いします。消耗品や光熱水費などの管理運営経費、施設警備や通園バスの委託

料など、工事請負費では、寺前幼稚園のトイレ洋式化や寺前幼稚園、長谷幼稚園への防

犯カメラ設置などで２４７万０７２円、負担金、補助では、各種負担金や日本スポー

ツ振興センター負担金などを支出しております。

次の１５７、１５８ページをお願いします。５項社会教育費は２億１１６万９５５

円の支出で、１目社会教育総務費は２８９万７７０円、社会教育文化財保護審議委

員の報酬、職員３名の人件費、嘱託・臨時職員の賃金、人権文化創造活動に係る指導者

の報償費、印刷製本費では、歴史文化基本構想資料編などの印刷を行っております。

次の１５９、１６０ページをお願いします。委託料では、成人式事業の委託料４２万

５６１円、文化財展示パネルの製作委託料９８万９６４円や景観保護のための樹木伐

採委託料８７万８８０円、歴史文化基本構想策定委託料５２３万８４０円、埋蔵文

化財緊急発掘調査委託料１８７万７２０円、負担金、補助で郡青少年補導センター負

担金１５８万０００円、文化遺産を活かした地域活性化事業活動支援金３００万円な

どを支出しております。

２目公民館費は９７０万８１７円で、中央公民館及び神崎公民館の職員３名の人

件費や嘱託職員、公民館長などの賃金でございます。

次の１６１、１６２ページをお願いします。高齢者大学の運営や公民館の各種教室な
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どの経費や公民館施設の光熱水費や修繕経費、委託料では、施設の清掃委託や施設管理

業務委託、公演委託料などを合わせまして０１９万６３０円を支出しております。

次の１６３、１６４ページをお願いします。備品購入では、図書の購入などで１０３

万６９６円、負担金、補助では、町文化協会へ補助金を初め５５万５００円を支出し

ております。

３目社会教育施設運営費は８５５万３６８円で、児童センター及び子育て学習セ

ンター事業や設立１０周年を迎えました地域交流センターの管理運営に係るもので、地

域交流センターの職員１名の人件費、各種事業の嘱託・臨時職員の賃金や各社会教育施

設の光熱水費や修繕料となっております。

次の１６５、１６６ページをお願いします。委託料では、きらきら館ほか施設の管理

委託料や地域交流センターにおけます長期山村留学の庶務業務の委託料で６０７万

０００円などを支出しております。

６項保健体育費は２億３７６万１６１円で、うち１目保健体育総務費は６０４万

７６５円、保健体育一般事務に係るもので、スポーツ推進委員１６名の報酬や、次の

１６７、１６８ページをお願いします。各スポーツ大会委託料で１５４万０００円、

負担金、補助では、町体育協会への補助金１３０万円、青少年健全育成団体への補助金

４６万円などを支出しております。

２目体育施設管理費は２６７万０６２円で、はにおか運動公園、町民体育館、町

民温水プール、神崎体育センター、すぱーく神崎、町民グラウンド、松ケ瀬グラウンド

の各体育施設管理に係る経費で、嘱託・臨時職員の賃金、各施設の光熱水費や修繕料な

どを支払っております。

次の１６９、１７０ページをお願いします。委託料では、施設管理などの委託やスイ

ミングスクールの委託料で８３３万５６０円、工事請負費では、温水プールの屋根の

防水工事などで６１４万８００円を支出しております。

３目学校給食費は１億５０４万３３４円で、職員４名の人件費と嘱託・臨時職員

の賃金や学校給食に係る経費となっております。

次の１７１、１７２ページをお願いします。燃料費や光熱水費、調理機器等の修繕費

を支出しておりまして、委託料では、排水処理施設管理委託料で９２万７１５円、使

用料及び賃借料では調理機器等のリース料などで１１５万６７３円、次の１７３、１

７４ページをお願いします。工事請負費では、プレハブ冷蔵庫、冷凍庫機器更新工事な

どで２６９万５１８円、原材料費では、主食代や副食代で３８４万８２０円、備品

購入費では、給食に係ります一般備品などで５２９万１５３円を支払っております。

扶助費では、準要保護や特別支援学級の児童・生徒、園児に係る給食の援助費３６４万

４７７円などを支出しております。

１０款公債費でございます。公債費は１０億６３２万００３円で、歳出総額の１

８％でございます。説明資料は８５ページとなっております。１目元金は、一般公共
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事業債や一般単独事業債など長期債の元金償還金で９億３７９万１９６円となって

います。２目利子は、一般公共事業債や一般単独事業債の利子償還金や一時借入金の利

子を含めまして１億２５１万７５６円となっております。

次の１７５、１７６ページをお願いします。３目公債諸費は、支出済み額１万０５

１円で、起債の償還に伴います手数料でございます。

１１款諸支出金は、科目設定をしておりましたが、実績はございません。

１２款予備費につきましては、支出はございませんが、１９６万０００円をそれぞ

れの科目に充用をいたしております。

１７７ページをお願いいたします。一般会計決算実質収支に関する調書でございます。

歳入総額８６億８５５万０００円、歳出総額８４億０３８万０００円で、歳入

歳出差し引き額は２億８１６万０００円となっています。そのうち翌年度へ繰り越

しすべき財源は６９６万円で、実質収支額は２億１２０万０００円となっておりま

す。

決算書１７８、１７９ページをお願いいたします。財産に関する調書でございます。

まず、土地の決算年度中の増減につきましては、まず行政財産では、従来普通財産と

して管理していました土地のうち、中村団地第２期設置に伴いまして、中村１１９番地

の１の用地分５１ ８４平方メートルを普通財産から行政財産に変更したため増加を

いたしております。普通財産では、先ほど説明しましたとおり、中村団地第２期の土地

分５１ ８４平方メートルを行政財産への財産区分の変更をしたことによりまして、

同じ面積が減少をいたしております。建物につきましては、行政財産の公営住宅で、中

村団地第２期設置によりまして、木造で３５ ２０平方メートルの増となっておりま

す。

１８０ページをお願いいたします。有価証券及び出資による権利は、決算年度中での

増減はございませんでした。

公営企業会計への出資でございます。公立神崎総合病院への出資につきましては、平

成２６年度から行っておりまして、平成２８年度で３年目となりました。このため、前

年より１億円増加をし、３億円の出資残高となっております。

１８１ページをお願いいたします。債権では、住宅資金等の貸付金で元利返済により

まして１０６万０００円の減、医師修学資金貸与金で２名分の４８０万円の増と貸与

金の償還免除で１２０万円の減、差し引き３６０万円の増で、債権合計では差し引き２

５３万０００円の増となっています。

基金では、それぞれの目的によりまして取り崩し及び積み立てを行いました。財政調

整基金では、差し引き７７３万０００円を取り崩しし１８億２８２万円となった

ほか、基金合計での決算年度中の増減は差し引き合計０６４万０００円の増となり、

年度末現在高は３３億６８９万０００円となっています。

次の１８２ページをお願いします。物品でございます。物品では、普通乗用車で１台
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が減、軽四自動車で２台減、消防ポンプ自動車で２台減、小型動力ポンプつき軽四積載

車で２台増、差し引きで３台が減となりまして、合計で９５台となっております。

以上で平成２８年度神河町一般会計歳入歳出決算書の説明を終わらせていただきます。

なお、予算の執行に当たりましても、会計課はもとより、各課、各担当がそれぞれ町

の財務規則等を初めとした諸規定を理解、遵守しまして、それらにのっとった会計処理

を行いまして、適正な収入、支出となるよう努めておりますので、最後に申し添えてお

きます。

大変大ざっぱな説明で、お聞きにくい点があったと思いますが、よろしく御審議のほ

う、よろしくお願いします。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 御苦労さんでした。

以上で第８３号議案の提案説明が終わりました。

ここで暫時休憩をし、昼食といたします。再開を１３時ちょうどといたします。

午前１１時５６分休憩

午後 １時００分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

ただいまの時間をもちまして、清瀬代表監査委員が着席されておりますので、報告い

たします。

それでは、日程に入ります。

次に、第８４号議案、平成２８年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認

定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８４号議案、平成２８年度神河町介護療育支援事業特別会計

歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

神河町介護療育支援事業は、神崎郡３町と姫路市が共同で運営しておりまして、障害

を持つ子供の療育や家族への直接的支援はもとより、学校や各町保健担当、健康福祉事

務所との連携を通して障害を持つ子供たちを支えております。

今年度の小児療育延べ利用児数は、就学前児５６０人、就学児８１９人、合計

３７９人です。

歳入総額４７８万０００円、歳出総額９１８万０００円、歳入歳出差し引き

額は５６０万０００円であります。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきまして、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。
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○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課、藤原課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。それでは、

詳細説明を事項別明細書で説明させていただきますので、５ページ、６ページをお願い

いたします。

まず、１款分担金及び負担金は、市川町、福崎町及び姫路市からの運営費の負担金

８７３万０００円でございます。

２款繰入金の１目一般会計繰入金は、神河町の運営負担金で９７２万０００円、２

目老人訪問看護事業特別会計繰入金１００万円は、ケアステーションの事務所を訪問看

護ステーションが利用していることから、訪問看護事業からの事務所の賃借料としての

負担金でございます。

３款繰越金は９０６万８５９円です。

次に、４款諸収入、１項事業収入でございますが、１目障害児通園事業収入で１４

２万６６８円、２目障害児相談支援事業収入２７１万５８０円でございます。次に、

２項受託事業収入５１万９７６円は、スタッフを各町の介護予防教室等へ講師を派遣し

た事業収入でございます。３項の利用者負担金１０３万６０２円は、１割の個人負担

分でございます。４項の雑入では、町有自動車の自損事故の保険料の受け入れなどでご

ざいます。

次に、７ページ、８ページの歳出をごらんいただきたいと思います。１款業務費２

７９万０６８円でございます。これにつきましては、人件費が主なものでございます。

給料及び職員手当は、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、ケースワーカーの４名分

でございます。共済費は、その４名の共済費及び嘱託及び臨時職員の社会保険料等でご

ざいます。７節賃金につきましては、嘱託及び臨時職員の保育士各２名と嘱託事務員１

名、運転員３名分で０９７万９５５円でございます。８節報償費は、研修会の講師

謝金で１１万円。１１節需用費では、主に燃料費、光熱水費など全体で３０５万６９

６円。１２節役務費は、通話料などで５１万５６６円。次に、８ページから１０ペー

ジの清掃維持管理、エレベーターの保守点検を初めとした委託料で１６６万８３２円

でございます。１０ページの１４節の使用料及び賃借料は、財務会計システムの賃借料、

土地の借り上げ料などで７７万９１７円。１８節の備品購入費は、事務用パソコン２

台の購入などで３９万２５２円。２２節補償、補填及び賠償金では、事故によります

治療費、補償費等の示談金として２０万０４０円でございます。

３款諸支出金の一般会計繰出金６３８万４０４円は、建設償還金の負担分でござい

ます。

次に、１１ページ、１２ページには、実質収支に関する調書と財産等に関する調書を

つけておりますので、ごらんいただきたいと思います。

以上で詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。
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○議長（安部 重助君） 以上で第８４号議案の提案説明が終わりました。

次に、第８５号議案、平成２８年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８５号議案、平成２８年度神河町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、国民健康保険税が２億１１９万円、国庫支出金が３億１６１万００

０円、療養給付費交付金が０７７万０００円、前期高齢者交付金が３億７１３万

０００円、県支出金が１億０８３万０００円、共同事業交付金が３億１６６万

０００円、繰入金１億６６６万０００円、繰越金８７９万０００円などで、

歳入合計は１５億３７２万０００円となっております。

歳出では、総務費が０２３万０００円、保険給付費が９億２８４万０００円、

後期高齢者支援金等が１億０９５万０００円、介護納付金が９１３万０００円、

共同事業拠出金が３億２４９万０００円、保健事業費が１９８万０００円など

で、歳出合計は１５億０３８万０００円となっており、歳入歳出差し引き額３３

３万０００円となり、実質収支額も同様となっております。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課、木課長。

○住民生活課長（木 浩君） 住民生活課、木でございます。それでは、詳細につ

きまして御説明させていただきます。

決算書１ページをごらんください。歳入の部につきまして、まず構成比の高い事項を

歳入に占める割合と内容を説明いたします。

１番目といたしまして、１款国民健康保険税は、歳入総額の約１６％を占め、被保険

者に納めていただくものでありまして、構成比は、医療給付費分、約６２％、後期高齢

者支援分、約２８％、介護分、約１０％となっています。

②３款及び６款の国及び県支出金は、国、県合算で歳入の約２７％を占め、一般被保

険者に対する措置でありまして、内訳は事項別明細書５ページ以降に記載がありますが、

療養給付費等負担金は保険者負担額の３２％が交付され、高額医療費共同事業負担金は

国、県おのおの歳出の共同事業拠出金の４分の１が交付され、特定健診等負担金は４０

歳以上７５歳未満の特定健診、保健指導事業費の国、県おのおの３分の１が交付されま

す。財政調整交付金の普通調整交付金は、財政力が一定水準以下の市町村にその程度に
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応じ交付されます。

３番目といたしまして、４款療養給付費交付金は、国庫負担金の対象額である退職者

分の医療に対し、医療費等経費から退職者分の保険税を控除した額が社会保険支払基金

より交付されます。

４つ目といたしまして、５款前期高齢者交付金は歳入総額の約２４％を占めます。こ

れは６５歳以上７５歳未満の加入率と医療費により算出されます。この交付金の額は、

当該年度の概算額から前々年度の概算額と確定額の差額を差し引く方式となっておりま

す。

５番目といたしまして、７款共同事業交付金は、歳入総額の約２２％を占め、高額医

療分では、８０万円以上の高額医療費に対し、当年度を含む過去３カ年の医療費の伸び

に対して交付金が交付されます。

それでは、事項別明細書５ページから収入済み額を中心に主な項目を説明いたします。

１款国民健康保険税の総額は２億１１８万９７３円で、収入未済額が９７７万

７４９円であります。収入額の内訳は、１目一般被保険者分２億５２６万６２９

円で、うち現年分２億５９３万３９０円、滞納分９３３万２３９円で、税の３区

分は備考のとおりであります。２目退職被保険者分は５９２万３４４円で、うち現

年分４９３万５２３円、滞納分９８万８２１円で、税の３区分は備考のとおりで

あります。

２款使用料及び手数料は７万５００円で、保険税督促手数料です。

３款国庫支出金の総額は３億１６１万４５３円です。内訳は、１項国庫負担金２

億０９０万４５３円のうち、１目療養給付費等負担金が２億７１１万５０６円、

７ページ、２目高額医療費共同事業負担金２３０万９４７円、３目特定健診等負担

金１４８万０００円、２項国庫補助金、１目財政調整交付金が０７０万０００円

です。

４款療養給付費交付金は０７７万０００円で、現年分のみです。

５款前期高齢者交付金は３億７１３万３０１円です。

９ページに入ります。６款県支出金の総額は１億０８３万９４７円です。内訳は、

１項県負担金３７９万９４７円のうち、１目高額医療費共同事業負担金２３０万

９４７円、２目特定健診等負担金１４８万０００円、２項県補助金７０４万０

００円のうち、１目財政調整交付金５７８万０００円、２目国保育成指導費補助金

１２５万０００円でございます。

７款共同事業交付金は３億１６６万３２６円で、内訳は、高額医療費共同事業交

付金１６２万４３６円、保険財政共同安定化事業交付金３億００３万８９０円

です。

８款財産収入は２７万７５６円で、財政調整基金利子であります。

１１ページに入ります。９款繰入金の総額は１億６６６万８９２円です。内訳は、
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１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金で８９３万７４８円であります。内訳は、１

節保険基盤安定繰入金で、備考欄の保険税軽減分７２７万８５７円、保険者支援分

０７４万２７６円、２節職員給与費等繰入金４０４万６１５円、３節出産育児

一時金繰入金２２４万円、４節財政安定化支援事業繰入金は交付税算入分であり、４６

２万０００円であります。２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金で７７３万

１４４円であります。

１０款繰越金は、前年度繰越金で８７９万２３６円です。

１１款諸収入は４７０万９１２円で、内訳は、１項１目第三者納付金が２６３万

２０１円、１３ページに参ります。３目雑入は７７万５０１円で、２項延滞金、加算

金及び過料、１目延滞金１２９万２１０円であります。内容は備考欄のとおりです。

以上、歳入合計が１５億３７２万２９６円であります。

続きまして、歳出の部ですが、決算書３ページにお戻りください。まず、構成比の高

い事項の内容を説明をいたします。

１つ目といたしまして、２款保険給付費は歳出総額の約６０％を占め、１項療養諸費

は国保事業制度の本体をなすもので、一般被保険者、退職被保険者に分けて運営をして

います。

２つ目といたしまして、３款後期高齢者支援金等は歳出総額の約１０％を占め、後期

高齢者医療制度の創設に伴い平成２０年度から設けられ、厚生労働省の基礎数値をもと

に積算しております。

３つ目といたしまして、７款共同事業拠出金は歳出総額を約２３％を占め、内訳は、

２つの目で構成され、高額医療費拠出金は、１件が８０万円を超える場合、その一部が

補填されます。保険財政共同安定化事業拠出金は、１件８０万未満の医療費が発生した

場合の拠出金で、いずれもいわば再保険の掛金的性格があります。

それでは、事項別明細書１５ページから支出済み額の主な項目を説明いたします。

まず、１款総務費の総額は０２３万１５７円、１項総務管理費は９２３万９

２０円で、節の区分の主なものは、給料、職員手当、共済費、委託料で、詳細は記載の

とおりです。２項徴税費は９４万２３７円で、内訳は、賦課徴収費、徴税費でありま

す。

１７ページに参ります。２款保険給付費の総額は９億２８４万７８７円です。ま

ず、目欄にあります療養給付費と療養費の違いを申し上げます。療養給付費は、通常の

診察、処置、治療、看護の医療行為で、被保険者は医療費の原則３割を支払う方式で、

現物支給と言われています。一方、療養費は、コルセットなどの補装具などで、被保険

者が一旦全額をお支払いし、国保連合会の審査後、適正であれば７割が現物支給される

方式であります。

内訳は、１項療養諸費８億７８５万０８１円、１目一般被保険者療養給付費は、

件数は４万２０３件で７億６１０万２５２円、２目退職被保険者は、２９８件
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で２６４万８５０円です。３目一般被保険者の療養費は４１８件、６８０万０

５４円、４目退職被保険者等療養費、８５件、４４万２０９円、５目審査支払い手数

料は、レセプト点検、手数料などで１８４万７１６円です。２項高額療養費は１億９

８１万８７６円、１９ページに参ります。一般分及び高額介護合算分合わせて７４

３件で１億６９５万９６２円、退職分、４１件、２８５万９１４円です。４項出産

育児諸費は件数８件で３３６万円です。２１ページに入ります。５項葬祭諸費、件数は

１４件で７０万円です。６項精神・結核医療付加金は、９１３件、１１１万８３０円

です。

３款、後期高齢者支援金等は１億０９５万５７４円で、１目後期高齢者支援金は

厚労省基準により積算したものです。

４款前期高齢者納付金等は１２万４２６円で、これは、平成２０年度から創設され、

厚労省の基準により前期高齢者の加入率、医療費から積算した額であります。

２３ページに入ります。５款老人保健拠出金は３３７円です。

６款介護給付金は９１３万６４９円で、厚労省等の基準により積算したものです。

７款共同事業拠出金の総額は３億２４９万８２３円で、内訳は、１目高額医療費

拠出金８８８万４５８円、２目保険財政共同安定化事業拠出金３億３６０万３

６５円であります。

８款保健事業費の総額は１９８万４０４円で、内訳は、１項特定健診等事業費４

８７万８８５円は、４０歳から７５歳未満を対象とした特定健診、保健指導に係る経

費です。

２５ページに入ります。２項保健事業費７１１万５１９円は、保健指導事業委託料、

無受診家庭への記念品や制度啓発パンフ、人間ドック、脳ドックなどに係る経費です。

９款基金費は、財政調整基金積立金２７万７５６円です。

１０款諸支出金の総額は２３４万９５２円で、１項１目国保税還付金４７万４０

０円、２目国庫支出金返納金は１３５万１５６円で、詳細は備考に記載のとおりです。

２７ページに入ります。３目療養給付費交付金返還金１２万８５９円、４目県支出

金返納金２４万０００円は、２７年度決算で過払いを受けたものを返還するものです。

２項繰出金は１４万５３７円で、特定健診、保健指導に係る事務経費分です。

１１款予備費はゼロです。

以上、歳出合計が１５億０３８万８６５円であります。

なお、２９ページに決算実質収支を記載しております。

２８年度国民健康保険事業特別会計決算の説明は以上でございます。よろしく御審議

をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第８５号議案の提案説明は終わりました。

次に、第８６号議案、平成２８年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

認定の件について、提出者の説明を求めます。
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山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８６号議案、平成２８年度神河町後期高齢者医療事業特別会

計歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、後期高齢者医療保険料が１億７３０万０００円、繰入金が８２０万

０００円、繰越金が１１８万０００円などで、歳入合計は１億６７５万０００

円となっております。

歳出では、総務費が７９９万０００円、後期高齢者医療広域連合納付金が１億７

１２万０００円などで、歳出合計は１億５１６万０００円となっており、歳入歳

出差し引き額は１５９万０００円で、実質収支額も同様となっております。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課、木課長。

○住民生活課長（木 浩君） 住民生活課、木でございます。それでは、詳細につ

きまして御説明をさせていただきます。

決算書１ページをごらんください。歳入の部につきまして、まず、構成比の高い事項

を歳入に占める割合と内容を説明いたします。

１款後期高齢者医療保険料は、歳入総額の約７０％を占め、被保険者が納めていただ

くもので、保険料の内訳は、年金から天引きをする特別徴収とそれ以外の普通徴収があ

ります。３款繰入金は、歳入総額の約２９％を占め、一般会計からの繰り入れで、内訳

は、人件費、事務費と広域連合からの提示額分です。この１款、３款で９９％を占めて

おります。

それでは、事項別明細書５ページから収入済み額を中心に主な項目を説明いたします。

１款後期高齢者医療保険料の総額は１億７３０万１９３円で、収入未済額が４１

万４１０円、徴収率９ ６％であります。内訳は、１目特別徴収８３１万６０４

円、徴収率１００％です。２目普通徴収８９８万５８９円で、徴収率は現年が９

８５％、過年度が９ ８５％となっております。

３款繰入金の総額は８２０万２６８円で、１目事務費繰入金７９７万４８１円、

２目保険基盤安定繰入金０２２万７８７円です。

７ページに入ります。５款繰越金は、前年度繰越金１１８万２４９円です。

以上等で歳入合計は１億６７５万４６６円であります。

続きまして、歳出の部ですが、決算書３ページにお戻りください。１款総務費は、歳

出総額の約５％で、内容は、職員１名の人件費と事務費であります。２款後期高齢者医
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療広域連合納付金は、歳出総額の約９５％を占め、徴収した保険料と歳入の繰入金中の

保険基盤安定分を連合会へ納付するものです。

それでは、事項別明細書９ページから支出済み額の主な項目を説明いたします。

１款総務費の総額は７９９万７８１円で、主なものは、２節給料３９７万９００円、

３節職員手当等１６２万９１３円、４節共済費１８２万１７６円。

２款後期高齢者医療広域連合納付金は１億７１２万２０５円で、備考欄の保険料

等負担金１億６８９万４１８円は３月３１日までに徴収した額で、歳入の保険料と

約４０万円の差額がありますが、２９年度に納付をいたします。同じく備考欄の保険基

盤安定制度負担金は０２２万７８７円で、歳入の保険基盤安定繰入金と同額です。

以上等で歳出合計は１億５１６万８４２円であります。

なお、１３ページに決算実質収支を記載しております。

２８年度後期高齢者医療事業特別会計決算の説明は以上でございます。よろしく御審

議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第８６号議案の提案説明は終わりました。

次に、第８７号議案、平成２８年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の

件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８７号議案、平成２８年度神河町介護保険事業特別会計歳入

歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入におきましては、介護保険料として２億２０１万０００円、分担金及び負担

金は６０９万０００円、使用料及び手数料は２万０００円、国庫支出金は３億

１５０万０００円、支払基金交付金といたしまして３億０５９万０００円、県支

出金は１億６２４万０００円、財産収入は５万０００円、繰入金は２億３２５万

０００円、繰越金は８２１万０００円、諸収入は６９９万０００円、歳入合計は

１３億５００万０００円となっております。

歳出におきましては、総務費で３７２万０００円、保険給付費で１１億４９２

万円、地域支援事業費で９２４万円、諸支出金で１０４万０００円、基金積立金

で６３８万０００円、歳出合計は１３億５３２万０００円となり、歳入歳出差

し引き額は９６７万０００円でございます。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、健康福祉課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

健康福祉課、大中課長。
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○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課の大中でございます。第８７号議案の詳細

について御説明申し上げます。事項別明細書以下で説明させていただきます。

まず、５ページ、６ページをごらんください。歳入でございます。１款保険料、介護

保険料、１節現年度分２億１０１万３３０円、現年度分徴収率は９ ６％、６５歳

以上の方の保険料でございます。昨年に比べ ３％上回っております。２節滞納繰り越

し分１００万９９２円、徴収率３ ６％でございます。昨年度に比べ ７％上回って

おります。

２款分担金及び負担金６０９万０００円は、神崎郡認定審査会の共同設置負担金

で、市川町から７１２万０００円、福崎町から８９６万０００円の負担をいただい

ております。この負担割合は、介護認定者数割が５０％、審査件数割が５０％となって

おります。

３款使用料及び手数料は、介護保険料に係る督促手数料１件１００円の２５５件分、

２万５００円でございます。

４款１項１目介護給付費負担金２億９４６万５８２円は、介護給付費に係る国の

負担分で、負担率は、在宅サービスに係る負担率は２０％、施設サービスに係る負担率

は１５％でございます。２項１目調整交付金６８７万円は、高齢化率などにより調整

されて国から交付されます。基本的には負担率は５％ですが、神河町は高齢化が高いた

め、 ５％の負担率となっております。２目地域支援事業交付金、介護予防事業分４９

７万０００円は、介護予防事業実施に係る国からの交付金でございます。

続きまして、７ページ、８ページをごらんください。３目地域支援事業交付金、包括

的支援事業・任意事業分０２０万６２０円は、地域包括支援センターの運営費、認

知症高齢者の見守り事業、権利擁護事業、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制

整備事業に係る国からの交付金でございます。

５款１項１目介護給付費交付金、現年度と過年度合わせて３億５７８万３０１円、

２目地域支援事業交付金４８１万０００円、これは第２号被保険者４０歳から６４歳

の方が医療保険とあわせて納めていただいた保険料で、社会保険診療報酬支払基金を通

じて交付されるものでございます。

６款１項１目介護給付費負担金１億８６５万０００円、介護給付に係る県の負担

分で、在宅サービスに係る負担率は１ ５％、施設サービスに係る負担率は１ ５％で

ございます。２項１目地域支援事業交付金、介護予防事業分２４８万０００円、負担

率は１ ５％でございます。２目地域支援事業交付金、包括的支援事業・任意事業分５

１０万円、負担率１ ５％でございます。

続いて、９ページ、１０ページをごらんいただきたいと思います。７款財産収入、１

目利子及び配当金５万７４７円は、給付費準備基金に生じた利息でございます。

８款繰入金、１項１目介護給付費繰入金１億８１１万４７３円は、介護給付費に

係る町の１ ５％負担相当分でございます。１項２目一般会計繰入金、職員給与等繰入
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金３７２万０１４円は、事務職員４名、介護認定訪問調査員２名の給与費相当分で

ございます。２節事務費繰入金２９０万９００円は、郡の認定審査会に係る神河町

負担分７１６万０００円とその事務費繰入金５７３万９００円でございます。３節

地域支援事業繰入金、介護予防事業分２４５万６５７円、４節地域支援事業繰入金、包

括的支援事業・任意事業分４４２万７１２円、５節介護保険料軽減負担金繰入金１６

３万３４０円でございます。介護保険料軽減対象者となる第１段階の被保険者４７７

名分となっております。

９款１項１目繰越金８２１万３１０円は前年度繰越金でございます。

続きまして、１１ページ、１２ページをごらんください。１０款１項１目第１号被保

険者延滞金１万３００円でございます。２項１目雑入６９７万９８０円の内訳は、

介護予防ケアプラン作成料６９４万２００円と他市町からの訪問調査の受託収入が３

万７８０円でございます。

以上、収入合計は１３億５００万７５８円でございます。

続きまして、１３ページ、１４ページをごらんいただきたいと思います。歳出でござ

います。１款１項１目資格業務管理費４７７万９７３円、資格及び保険料賦課業務

の税務課及び健康福祉課職員２名分の人件費と法改正に伴うシステム導入委託料などの

事務費でございます。２目サービス業務管理費０３４万９８３円は、健康福祉課職

員２名の人件費と介護認定訪問調査員の２名分の賃金、事務費でございます。

続きまして、１５ページ、１６ページをごらんいただきたいと思います。３目連合会

負担金１０万１０２円です。２項１目賦課徴収費３０万６０７円、賦課徴収等に係

る事務費でございます。３項介護認定審査会費４１９万４６５円、審査委員への報酬、

費用弁償等と２名の嘱託職員賃金並びに認定審査に係るコンピューターの保守点検委託

料などの事務費でございます。

続きまして、１７ページ、１８ページをごらんいただきたいと思います。２８節繰出

金４７５万０００円は、郡の広域の事務に対し神河町の一般事務職員も携わっており

ますので、給与分４５０万円と光熱水費２５万０００円を一般会計に繰り出しをいた

しております。４項訪問調査費３９４万５００円、介護保険訪問調査に係る事務費で、

主なものは主治医意見書料等でございます。５項運営協議会費については、協議会開催

に係る報償費６万３２９円でございます。

続きまして、１９ページ、２０ページをごらんいただきたいと思います。２款１項１

目介護サービス給付費等諸費１１億４０２万２３６円で、前年度に比べ １％の伸

びとなっております。主なものは、居宅介護サービス費等５億６９３万７７１円、施設

介護サービス給付費等４億１５１万７６３円、地域密着型サービス給付費等２億

６３８万５２２円、高額介護サービス費等９１８万２４０円でございます。２項

その他諸費８９万２１５円は、介護給付費審査支払い手数料でございます。

３款１項１目介護予防事業費９６０万２５９円は、要介護状態になるおそれが高
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い状態にあると認められる６５歳以上の方を対象として介護予防を実施する事業でござ

いまして、おなじみの古田裕子先生、公立神崎総合病院のリハビリテーション科、ケア

ステーションかんざきに講師を依頼し、一般介護予防教室、こつこつ貯筋教室、認知症

予防教室、じっくりこつこつ貯筋教室、地区巡回教室などを実施しております。保健師

２名の人件費、事務費及び介護予防事業委託料などでございます。

続きまして、２１ページ、２２ページをごらんいただきたいと思います。２項１目介

護予防ケアマネジメント事業０３１万１６８円は、地域包括支援センターが介護予

防ケアマネジメント事業、総合相談支援業務、権利擁護業務、各居宅介護支援事業所な

どへの支援を行っております。保健師２名、社会福祉士１名の人件費及び居宅介護支援

事業所に支払う介護予防サービスの計画作成委託料などでございます。

続きまして、２３ページ、２４ページをごらんください。２目認知症高齢者見守り事

業２２５万４５３円は、認知症を早期発見するためにタッチパネル１台の購入費と、

タッチパネル検査によりハイリスク者を発見した場合の面接診断に係る医師賃金と、ハ

イリスク者に対する認知症予防教室、ほがらか教室開催に係る看護師等のスタッフ賃金

でございます。３目権利擁護事業２８万２５１円については、地域見守りネットワー

ク会議に係る委員謝金及び町が低所得者に対する成年後見制度に係る申し立てを行う費

用、成年後見制度利用支援事業助成金等でございます。４目在宅医療・介護推進事業費

７４万０２９円については、２回の協議会開催に係る委員謝金及び認知症ケア推進部

会、多職種連携研修部会、医療介護連携部会の３つの部会が延べ２１回の開催に係る報

償費等でございます。５目生活支援体制整備事業費６０４万０００円については、生

活支援協議体準備委員への報償費及び地域活動を行う仕組みをつくる協議体を設立する

ため社会福祉協議会に委託しております生活支援コーディネーターの委託料でございま

す。

続きまして、２５ページ、２６ページをごらんください。５款１項１目第１号被保険

者保険料還付金１１万９１０円は、死亡等による保険料還付金で、４件分でございま

す。２目報償費０９３万８２５円は、過年度に係る国・県負担金の償還金でございま

す。

６款１目介護給付費準備基金積立金６３８万０００円は、介護保険給付費準備基

金への積立金でございます。

これらにより、歳出の合計は１３億５３２万３０５円でございます。

２７ページに決算実質収支に関する調書を掲載しております。

２８ページをごらんください。介護保険の準備基金については、２８年度に６３８

万０００円を積み立て、決算年度末には５３４万０００円を保有することになり

ます。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第８７号議案の提案説明は終わりました。
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次に、第８８号議案、平成２８年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の

件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８８号議案、平成２８年度神河町土地開発事業特別会計歳入

歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入におきましては、予算現額９５３万０００円に対しまして、調定額、収入済

み額ともに９６２万０００円で、その割合は３ ６％であります。

歳出につきましては、予算現額９５３万０００円に対しまして、支出済み額が６

２６万０００円、執行率１ ６％であります。

実質収支におきましては、歳入歳出差し引き額が３３６万０００円で、実質収支

額も同様でございます。

次に、財産についてでございます。行政財産の保有は、公園としまして、秋桜たうん

に３６５平方メートルございます。普通財産では、宅地として、秋桜たうんに８４

９平方メートル、しんこうタウン第３期分５２３平方メートル、カクレ畑にクライン

ガルテン１８棟敷地分４９９平方メートルがあり、田畑としてしんこうタウンに５９

５平方メートルがあります。その他の土地として、しんこうタウンで５８９平方メー

トル、カクレ畑で３８３平方メートルございます。行政財産と普通財産と合わせまし

て２万８０３平方メートルを所有しておりまして、２７年度と比べまして２０９平方

メートルの減少となっております。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、地域振興課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課、石堂課長。

○地域振興課長兼ひと・まち・みらい課参事（石堂 浩一君） 地域振興課、石堂でござ

います。それでは、平成２８年度神河町土地開発事業特別会計の歳入歳出決算につきま

して御説明申し上げます。

概要は、町長の説明のとおりでございます。５ページからの事項別明細書で御説明い

たします。

歳入でございますが、１款財産収入、１節土地売り払い収入で８１９万２００円で、

内訳は、貝野住宅用地売り払い収入として７８３万０００円とクラインガルテン、カ

クレ畑の２８年度の分割払いの土地代として３５万２００円でございます。この内訳

は、しんこうタウンの１区画が売れた収入とカクレ畑の大川原区の土地１４万４２４

円と同区の１組の土地８万６６５円と神河町の土地１２万１１１円の使用の合計で
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ございます。

次に、２款諸収入、１節雑入で、カクレ畑入居者負担金ですが、分譲地が売れなかっ

たので収入はございません。

３款繰越金、１節前年度繰越金ですが、１４３万２４９円でした。

歳入合計が９６２万４４９円となっております。

次に、７ページの歳出をお願いいたします。１款土木費、１目貝野住宅造成事業費で

すが、需用費で３６万２６６円を支払いました。消耗品と印刷製本費で、しんこうタ

ウンのチラシを３回作成した代金と決算書の印刷代でございます。役務費で５４万７

７２円を支払い、うち２万枚余りのしんこうタウン販売促進のチラシ３回の折り込み代

２４万７７２円と、新聞広告を１回実施しまして２９万０００円を支払いました。

委託料で１１万５０８円を支払い、シルバー人材センターに３回、草刈りを委託して

おります。通行料等の使用料及び賃借料で３４０円を支払いました。また、繰出金で

すが、しんこうタウンの１区画が売れましたので、売り払い金額のうち５００万円を一

般会計に繰り入れております。

２目寺前住宅造成事業費は、秋桜たうんの維持管理費として修繕料を組んでおりまし

たが、支払いはございませんでした。

３目カクレ畑多自然居住推進事業費は、３１１万０００円の委託料を組んでおり

ましたが、１区画も売れませんでしたので、委託料の支払いはございません。補償、補

填及び賠償金で２３万０８９円を大川原区と同区の１組のほうへ土地代金として支払

っております。

予備費の支出はございません。

歳出の合計は６２６万９７５円となっております。

次に、９ページには実質収支を記載しております。差し引き３３６万０００円と

なっております。

次の１０ページには財産等に関する調書を記載しております。行政財産としての公園

は、秋桜たうんの３６５平米で、２７年度と変わっておりません。普通財産でありま

すが、宅地では、秋桜たうんが８４９平米で増減なしで、しんこうタウンは１区画売

れましたので、２０９平米の減の５２３平米となっております。カクレ畑クラインガ

ルテンログハウスも増減なしで４９９平米となり、田畑につきましては、しんこうタ

ウンの貸し農園として使用しております５９５平米でございます。その他としまして、

しんこうタウンは公園用地の５８９平米を、カクレ畑は分譲地分の１５区画の面積

３８３平米を記載しております。合計しますと、２８年度は２０９平米の減少となり、

合計２万８０３平米の財産となっております。

以上で土地開発事業特別会計の御説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第８８号議案の提案説明は終わりました。
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次に、第８９号議案、平成２８年度神河町老人訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認

定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８９号議案、平成２８年度神河町老人訪問看護事業特別会計

歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

訪問看護は、中播磨地域の病院や開業医からの依頼は多く、姫路市香寺町から朝来市

生野町までをエリアとし、訪問看護、訪問リハビリなどを行っています。また、在宅医

療、在宅ケアの推進のため、地域医療の担い手として地域住民の皆様の要望に応えるべ

く、夜間の携帯電話への転送により２４時間救急連絡体制をとる対応も行っております。

今年度の訪問看護ステーション利用者数は９０２人、訪問総回数は１万２６１回、

収入済み額１億０７３万０００円、支出済み額１億３４万０００円、歳入歳出差

し引き額は０３９万円であります。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきまして、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課、藤原課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。それでは、

詳細説明を事項別明細書でさせていただきますので、５ページ、６ページをお願いいた

します。

この会計の歳入の主なものは、事業収入でございます。１款事業収入１億５７５万

５２５円、内訳につきましては、医療保険収入が８２３万５４９円と介護保険収入

のサービス事業収入が９４５万４３６円、居宅介護支援事業収入がケアプラン作成

費として８０６万５４０円でございます。２款財産収入では、財政調整基金利子が

１１０円でございます。４款繰越金は４７２万３５４円。５款諸収入の１項受託事

業収入は、介護予防受託事業収入などで１１万０００円、２項雑入は、成人病検診助

成金などで１３万９２３円でございます。

次に、歳出でございます。７ページ、８ページをお願いいたします。１款業務費につ

きましては、９２３万４４８円で、主に訪問看護ステーションの運営に係ります人

件費で、理学療法士、作業療法士、看護師の９名分の給料及び手当でございます。共済

費は正規職員の共済費及び嘱託・臨時職員の社会保険料等でございます。また、賃金は、

嘱託の事務員、看護師及び臨時の看護師の分で、３７８万１７０円でございます。

９節旅費は、普通旅費として１５万１１７円。１１節需用費は、訪問用自動車の燃料

代などで２８４万５５１円。１２節役務費は、通話料などで１０７万８１７円。１
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３節委託料の主なものは、訪問看護委託料で、姫路市香寺町について登録看護師に委託

しております経費など４３０万５６０円でございます。

９ページ、１０ページをお願いいたします。１４節使用料及び賃借料は、白衣リース

料などで１３５万２４１円。１８節備品購入費は、訪問看護用車両を更新したことで

１１７万１８９円。１９節負担金、補助及び交付金は、研修会負担金などで１２万

９００円。２款公債費は、一時借入金利子で８２７円。３款基金積立金は１０万円積

み立てております。４款諸支出金は、介護療育支援事業会計へ事務所賃借料相当として

１００万円を繰り出しています。

歳出は以上でございます。

次の１１ページ、１２ページにつきましては、決算実質収支に関する調書と財産等に

関する調書をつけておりますので、ごらんいただきたいと思います。

以上で詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第８９号議案の提案説明は終わりました。

次に、第９０号議案、平成２８年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算

認定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９０号議案、平成２８年度神河町産業廃棄物処理事業特別会

計歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、使用料及び手数料が１７８万０００円、繰越金が８２３万０００円

などで、歳入合計は００４万０００円となっております。

歳出では、産業廃棄物処理事業費が４０７万０００円で、歳出合計も４０７万

０００円であります。

歳入歳出差し引き額５９７万円となり、実質収支額も同様となっております。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課、木課長。

○住民生活課長（木 浩君） 住民生活課、木でございます。それでは、詳細につ

きまして御説明をさせていただきます。

歳入の部につきまして、事項別明細書５ページをごらんください。１款使用料及び手

数料は１７８万５４０円で、歳入総額の約６０％を占め、残土と不燃物の合計４

０ ７トンの処分地使用料でございます。２款財産収入１万８１５円は財政調整基金

の利子です。４款繰越金８２３万８５３円は前年度繰越金です。５款諸収入８６０
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円は過年度使用料です。以上、歳入合計が００４万０６８円であります。

続きまして、歳出の部ですが、事項別明細書７ページをごらんください。１款産業廃

棄物処理事業費は４０７万０５６円で、主なものとしまして、１３節委託料は６３

２万９９２円で、内訳は、備考欄の４項目です。２５節積立金５４８万０００円は財

政調整基金への積み立てです。２７節公課費１５６万３００円は処分地使用料の消費

税でございます。以上等で歳出合計が４０７万０５６円です。

なお、９ページに決算実質収支を記載しております。

２８年度産業廃棄物処理事業特別会計決算の説明は以上でございます。よろしく御審

議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第９０号議案の提案説明は終わりました。

次に、第９１号議案、平成２８年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認

定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９１号議案、平成２８年度神河町寺前地区振興基金特別会計

歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入におきましては、予算現額４６４万０００円に対しまして、調定額、収入済

み額ともに４１６万０００円で、その割合は９ ９％であります。

歳出につきましても、予算現額４６４万０００円に対しまして、支出済み額が

４１６万０００円、執行率９ ９％であります。

また、寺前地区振興基金の決算年度末現在高は６億９５１万０００円であります。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、地域振興課観光振興特命参事から御説明いたしますので、よろ

しく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課、山下観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 地域振興課観光振興特命参事の

山下でございます。第９１号議案の詳細について御説明申し上げます。

歳入につきましては、５ページから６ページ、振興基金繰入金の７７２万４７６

円、一般会計繰入金０００万円、これにつきましては、５年間で終了の年となりまし

た。それから、地区振興基金利子の２２６万９６９円、それから、地区振興基金国債

購入譲渡益収入が４１７万４６６円、これらの合計が４１６万９１１円となりま

した。

歳出につきましては、７ページから８ページ、一般管理費の審議会委員報酬及び費用

弁償ほか事務費が１７万４７６円、振興基金積立金が６４３万４３５円、負担金、
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補助及び交付金で５０４万０００円でございます。これについては、備考のとおり

でございますが、集落運営助成金が６０１万０００円、それから、生活基盤整備事業

補助金５０３万０００円とありますが、内容につきましては、比延の町道中河原線改

修、それから裏山防災、それから上小田地内の治山治水事業、裏山防災整備、それから、

鍛治地内の町道千代田出雲石線の舗装工事でございます。また、スポーツレクリエーシ

ョン施設整備事業につきましての補助金につきましては、宮野地区の屋台の分でござい

ます。それらが５０４万０００円。それから、繰出金ですけども、寺前漁協の分で

すが、２５０万円。これら合計が４１６万９１１円となっております。

そして、１０ページですが、平成２８年度財産等に関する調書におきまして、寺前地

区振興基金の前年度末現在高は６億０７９万０００円、決算年度中増減高は８７１

万０００円増、決算年度末現在高は６億９５１万０００円となっております。

以上、平成２８年度神河町寺前地区振興基金特別会計決算の詳細説明とさせていただ

きます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第９１号議案の提案説明は終わりました。

次に、第９２号議案、平成２８年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認

定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９２号議案、平成２８年度神河町長谷地区振興基金特別会計

歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入におきましては、予算現額３６２万０００円に対しまして、調定額、収入済み

額ともに３４０万円で、その割合は９ ８％であります。

歳出につきましても、予算現額３６２万０００円に対しまして、収入済み額が３４

０万円で、執行率９ ８％であります。

また、長谷地区振興基金の決算年度末現在高は１億３００万０００円であります。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、地域振興課観光振興特命参事から御説明いたしますので、よろ

しく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課、山下観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 地域振興課、山下でございます。

第９２号議案の詳細につきまして御説明申し上げます。

歳入につきましては、５ページから６ページ、振興基金繰入金の３１０万９６円、そ

れから財産運用収入の地区振興基金利子が３０万２５円、これらの合計額が３４０万１

２１円となりました。
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歳出につきましては、７ページから８ページでございます。一般管理費の審議会委員

報酬及び費用弁償ほか、事務費が１０万９６円、振興基金積立金が３０万２５円、繰出

金が３００万円、漁協分でございますが、これら合計が３４０万１２１円となっており

ます。

そして、１０ページでございますが、平成２８年度財産等に関する調書におきまして、

長谷地区振興基金の前年度末現在高は１億５８０万０００円、決算年度中増減高は

２８０万円減、決算年度末現在高は１億３００万０００円となっております。

以上、平成２８年度神河町長谷地区振興基金特別会計決算の詳細説明とさせていただ

きます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第９２号議案の提案説明は終わりました。

ここで暫時休憩いたします。再開を１４時４０分といたします。

午後２時２１分休憩

午後２時４０分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

それでは、次に、第９３号議案、平成２８年度神河町水道事業会計決算認定の件につ

いて、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９３号議案、平成２８年度神河町水道事業会計決算認定の件

について御説明申し上げます。

本議案は、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査意

見書を付して議会の認定を求めるものでございます。

決算書の１０ページをお願いいたします。平成２７年度より着手した簡易水道施設整

備事業では、計装設備工事が完了し、新しい遠隔監視システムが稼働しました。引き続

き安全・安心のライフラインづくりのため、継続事業で水道施設整備を行っていきます。

収益的収支では、事業収益は４億４９０万０００円、事業費用は３億２１７万

０００円で、収支は、当年度純利益は２６１万０００円となりました。

資本的収支では、資本的収入は４億１７９万０００円で、資本的支出は５億１１

０万円で、うち建設改良費３億３４１万０００円、企業債償還金１億７６８万

０００円となり、収支不足額１億９３０万０００円は過年度分損益勘定留保資金等

で補填しました。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課、中島課長。
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○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課の中島でございます。それでは、第９３号

議案について、詳細を説明させていただきます。

決算書の１ページをお願いします。収益的収入及び支出で、収入の第１款水道事業収

益の決算額は４億８７４万５３０円、支出の第１款水道事業費用、決算額は３億２

５９万９１１円となりました。

２ページをお願いします。資本的収入及び支出で、収入の第１款資本的収入の決算額

は４億１７９万０００円、支出の第１款資本的支出の決算額は５億１８５万１７

５円、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億００５万１７５円は、過年度

分損益勘定留保資金等で補填しました。

３ページをお願いします。損益計算書でございます。１、営業収益は２億８６９万

０２２円、２、営業費用は３億０７３万３４０円、差し引き２０４万３１８円

の営業損失となっています。３、営業外収益は１億６２１万８６７円、４、営業外

費用は１４４万２７９円、経常利益は２７２万２７０円となりました。当年度

純利益は２６１万３１３円となります。７、前年度未処分利益剰余金は２億３１

６万０９５円、８、当年度未処分利益剰余金は２億５７８万４０８円となりまし

た。

次に、４ページをお願いします。剰余金計算書でございます。資本金の自己資本金は

４億３７４万５０１円で、増減はありません。資本剰余金も５４８万８７９円

で、増減はありません。利益剰余金合計は、当年度末残高は２億５７８万４０８円

となっています。資本合計額の当年度末残高は７億５０１万７８８円となりました。

次に、５ページ、６ページの貸借対照表で、５ページで、資産の部では、固定資産合

計額は４１億０８１万０５９円です。次に、流動資産の合計は６億１０２万０

４９円となり、資産合計は、固定資産と流動資産を合計して４７億１８４万１０８

円となりました。負債の部では、固定負債の企業債が２０億０６４万５２６円でご

ざいます。

６ページをごらんください。流動負債合計は５億５０５万２９５円でございます。

繰り延べ収益では、長期前受け金が２９億９８５万９４２円で、長期前受け金収益

化累計額がマイナス１５億８７２万４４３円で、繰り延べ収益合計額は１４億１

１２万４９９円となり、負債合計額は３９億６８２万３２０円となっています。

次に、資本の部で、資本金合計が４億３７４万５０１円、剰余金では、工事負担

金が５４８万８７９円で、利益剰余金の当年度未処分利益剰余金が２億５７８万

４０８円となっており、剰余金合計は２億１２６万２８７円で、資本合計は７億

５０１万７８８円で、負債資本合計は４７億１８４万１０８円となりました。

７ページをごらんください。キャッシュフロー計算書でございます。業務活動による

キャッシュフローは１億３１１万９４９円で、投資活動によるキャッシュフローは

マイナス３２９万２１５円となっています。財務活動によるキャッシュフローは１

－１５０－



億３６１万７７０円となっています。資金の増加額として２億３４３万５０４

円で、資金の期首の残高が３億０１５万８２２円あったので、資金の期末残高として

６億３５９万３２６円となっています。

８、９ページは注記表でございます。重要事項の説明を記載しております。

次は、決算附属書類でございます。１０ページにつきましては、先ほど町長から説明

しましたので、省略させていただきます。

次に、１１ページ、１２ページをお願いします。 議会議決事項につきましては、こ

の表のとおり６件の議決をいただきました。 職員に関する事項では、平成２７年度末

で事務職員４名、労務職員１名の計５名です。２の工事については、主要な工事を記載

しております。全部で７件となっています。

続きまして、１２ページをお願いします。３、業務量では、年間配水量は１６４万

５３７立米で、年間有収水量は１１１万５５１立米で、有収率は６ ９２％でござい

ます。

１４ページをごらんください。 企業債及び一時借入金の概要でございます。企業債

の前年度末残高は２０億３０９万７２５円で、本年度借入額は３億１３０万円、本年

度償還高１億７６８万２３０円の償還により、本年度末残高が２１億６７１万

４９５円となりました。 議会の議決を経なければ流用できない経費、職員給与費は、

決算額で６５９万８円となりました。

次に、１５ページの収益費用明細書で、消費税抜きの金額でございます。収入。１款

水道事業収益は４億４９０万８８９円で、１項営業収益は２億８６９万０２２

円、１目１節の水道使用料は２億６２０万３０６円で、内訳は、基本料金、超過料

金とメーター使用料でございます。３目４節の雑収益のうち新規加入金は１１件で、９

７万２２５円となっています。続いて、２項営業外収益は１億６２１万８６７円

で、主なものは、一般会計からの補助金７６７万円と長期前受け金戻し入れで０９

９万２７４円となっています。

次に、１７ページの支出でございます。１款水道事業費用は３億２２８万５７６

円で、１項営業費用は３億０７３万３４０円、１目の原水及び浄水費が６６６万

１７１円で、これは１２カ所の浄水場にかかわる経費でございます。次に、２目の配

水及び給水費で２１４万１８０円、これは配水池や配水管等にかかわるものでござ

います。次に、１８ページで、３目受託工事費は、消火栓移設工事ほかで２４万００

０円、４目の総係費が９１９万３７６円で、職員４名の人件費や事務費が主なもの

です。次に、１９ページで、５目の減価償却費は２億０４３万６９８円で、建物、

構築物等の減価償却費でございます。次に、２０ページで、２項の営業外費用が１４

４万２７９円で、うち企業債借入償還利子で９８９万２３３円となっています。

３項の特別損失は１１万９５７円で、過年度水道料金減免還付金でございます。

次に、２１ページで、資本的収入及び支出で、資本的収入については、水道施設整備
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事業債で３億１３０万円、水道施設整備事業国庫補助金で１億４９万０００円の収入

がありました。

次に、２２ページの資本的支出では、１款１項１目の事務費で事業費に係る職員給料

１名分を計上しています。総額で９１８万５０２円です。２目施設費で３億４２３

万０００円で、主なものは、１節の委託料で実施設計、施工管理等業務費用で６３

２万０００円、２節の工事請負費で水道施設整備事業で３億７９０万０００円と

なっています。

２３ページをお願いします。企業債償還金で、借入償還元金として１億７６８万

２３０円を支出しています。

２４ページをお願いします。固定資産明細書で、表の右下の年度末償却未済額は４１

億０８１万０５９円となっています。

２５ページと２６ページは企業債明細表で、２６ページ一番下の欄の未償還残高合計

は２１億６７１万４９５円となっています。

次に、参考資料２７ページをお願いします。補填財源明細書で、アの前年度末資金剰

余金は２億４４８万２５３円、イの当年度補填財源発生額は１億７６１万６４５

円、ケの当年度補填額は１億００５万１７５円で、最下段の翌年度繰越額は２億

２０３万７２３円となっています。

以下、固定資産減価償却明細書、経営分析表で、そのほか決算説明資料につきまして

は、添付していますので、ごらんいただきたいと思います。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第９３号議案の提案説明は終わりました。

次に、第９４号議案、平成２８年度神河町下水道事業会計決算認定の件について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９４号議案、平成２８年度神河町下水道事業会計決算認定の

件について御説明申し上げます。

本議案は、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査意

見書を付して議会の認定を求めるものでございます。

決算書の１０ページをお願いいたします。当町の下水道事業は、全町で生活排水処理

施設が整備されており、集合処理区での生活排水処理率は９ ４％と高い数字で、住民

の皆様には快適な生活環境を提供しています。

平成２８年度は、下水道統廃合計画及び下水道事業経営戦略を策定し、下水道事業を

将来にわたり継続するため、経営の健全化、安定化に向けた取り組みをしています。

収益的収支では、事業収益が７億２９４万０００円、事業費用は６億４９５万

０００円で、収支は７９３万０００円の当年度純利益になりました。

資本的収支では、資本的収入は２億１８８万０００円、資本的支出は４億３３９
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万０００円で、うち建設改良費は３億２万０００円、企業債償還金は４億３３７

万０００円となり、収入不足額２億１５１万０００円は過年度分損益勘定留保資

金等で補填しました。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課、中島課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課の中島でございます。それでは、第９４号

議案について詳細を説明させていただきます。

１ページをお願いします。収益的収入及び支出で、収入では、第１款下水道事業収益

の決算額は７億８１２万２４９円、支出では、第１款下水道事業費用の決算額は６

億８９９万７７６円となりました。

２ページをお願いします。資本的収入及び支出で、収入は、第１款資本的収入の決算

額は２億１９０万０８０円、支出は、第１款資本的支出の決算額は４億５８０万８

３６円、資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億３８９万７５６円は、過年

度分損益勘定留保資金等で補填しました。

３ページをお願いします。損益計算書でございます。１、営業収益は４億２９９万

８４５円、２、営業費用では５億２０９万００９円となっていまして、差し引き後

の営業損失は９１０万１６４円でございます。３、営業外収益は２億９９５万

３７３円となっています。４、営業外費用は１億２８５万３９９円です。営業収支

から営業外収支を差し引くと７９９万８１０円の経常利益となり、特別損失は５万

０００円、当年度純利益は７９３万８１０円となりました。６、前年度繰越欠損金

の１３億１２５万５５１円に当年度純利益を足した金額１２億３３１万７４１

円が当年度未処理欠損金でございます。

次に、４ページをお願いします。剰余金計算書で、資本金は変動なしで２６億９２

０万３５７円、資本剰余金の合計額は１億２７９万６４６円、利益剰余金合計額

の当年度末残高がマイナス１２億３３１万７４１円になり、資本合計の当年度末残

高は１６億８６８万２６２円となりました。

次に、５ページ、６ページは貸借対照表でございます。５ページで、資産の部として、

固定資産の有形固定資産合計額は１０３億５４９万０６４円で、固定資産合計額は同

額となっています。次に、流動資産で、流動資産合計が３億４９４万２７４円で、

資産合計は１０７億４４万３３８円です。

負債の部の固定負債の企業債は４８億５３５万１６４円、固定負債合計は増額と

なっております。流動負債の負債合計は５億５２１万５０８円です。

６ページをごらんください。繰り延べ収益で、長期前受け金が６１億４２５万３
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６１円、長期前受け金収益化累計額はマイナス２４億３０６万９５７円で、繰り延

べ収益合計は３７億１１８万４０４円で、負債合計は９０億１７６万０７６円

となっています。

資本の部です。資本金の資本金合計は２６億９２０万３５７円、剰余金は、資本

剰余金で１億２７９万６４６円、利益剰余金で当年度未処理欠損金が１２億３３

１万７４１円で、利益剰余金合計は差し引きマイナス１２億３３１万７４１円、

剰余金合計はマイナス１０億０５２万９５円、資本合計は１６億８６８万２６２円、

負債資本合計は１０７億４４万３３８円でございます。

８ページ、９ページは注記表でございます。この注記表は、決算書でわかりにくいも

の、重要なものとして、引当金の計上方法、セグメントごとの営業収益等を記載してお

ります。

次に、１３ページのほうをお願いします。 会計の重要契約で１００万円以上の契約

は、工事委託等で９件でございます。 、イ、企業債については、１億０７０万円の

平準化債等の借り入れと４億３３７万７７６円の償還により、本年度末残高は５３

億３３７万７００円。 職員給与費は、決算額で２２２万５０３円となりまし

た。

次に、１４ページをお願いします。収益費用明細書で、主な事項について説明させて

いただきます。収入で、１款下水道事業収益は７億２９４万２１８円でございます。

１項の営業収益は４億２９９万８４５円、１目１節の下水道使用料は基本料金と人数

割料金を合わせて１億７２９万３６２円、２目１節他会計負担金の２億３０７万

７０４円は、人件費、減価償却費補填補助金として一般会計から繰り入れしています。

３目その他の営業収益の２節雑収益では、新規加入金として８件分の加入金でございま

す。続いて、２項営業外収益が２億９９５万３７３円で、主なものは、一般会計か

らの補助金が１億２７３万２９６円、長期前受け金戻し入れが１億７１２万５２

２円となっています。

次に、１５ページをお願いします。１款下水道事業費用が６億５００万４０８円

で、１項の営業費用は５億２０９万００９円、１目管渠費が１９５万４１２円

で、これは下水道本管、マンホールポンプ等の維持管理にかかわる経費でございます。

２目処理場費が７１５万０５３円で、町内１２カ所の処理場にかかわる経費でござ

います。

１６ページの３目総係費は７０２万６６６円で、職員４名の人件費、事務費、経

費にかかわるものでございます。

１７ページの４目減価償却費は３億５９５万８７８円です。

１８ページの２項営業外費用が１億２８５万３９９円で、企業債償還利息が１億

２７３万２９６円となっています。

次に、１９ページをお願いします。資本的収入及び支出で、１款資本的収入が２億１
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８８万０００円で、１項１目企業債で、建設改良企業債が６００万円、資本費平準

化債１億４７０万円、２項１目１節の国庫補助金は、社会資本整備総合交付金で６

００万円の収入となっています。

２０ページの資本的支出は４億３３９万９０８円で、１項の建設改良費、２目の

施設費、１節の委託料では、統廃合計画にかかわる委託料が２件、処理場の長寿命化に

かかわる委託が２件となっております。

次に、２１ページの固定資産明細書では、表の右下の年度末償却未済額は１０３億５

４９万０６４円となっています。

次に、２２ページから２７ページにかけては企業債明細表でございます。２７ページ

右下の未償還残高は５３億３３７万７００円となっています。

次に、参考資料２８ページをお願いします。補填財源明細書でございます。アの前年

度末資金剰余金は２億３６８万２２９円、イの当年度補填財源発生額は３億７９５

万８２９円、ケの当年度補填額は２億３８９万７５６円で、最下段の翌年度繰越

額は３億７７５万３０２円となっています。

以下、固定資産、減価償却明細書、経営分析書で、その他決算説明資料につきまして

は、添付していますので、ごらんいただきたいと思います。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第９４号議案の提案説明は終わりました。

次に、第９５号議案、平成２８年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件について、

提案者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９５号議案、平成２８年度公立神崎総合病院事業会計決算認

定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査意

見書を付して議会の認定を求めるものでございます。

国の医療費抑制策、深刻な医師不足等により、全国の自治体病院の経営は非常に厳し

い状況が続いております。

そのような中、公立神崎総合病院では、兵庫県から大阪医科大学での地域総合医療科

学の寄附講座設置により、大阪医科大学から内科医師２名、総合診療医師１名、また、

神戸大学からリハビリテーション科の非常勤医師を派遣していただいております。しか

し、内科においては、常勤医師の不足がいまだ続いており、地域住民の皆様に御迷惑を

おかけしていると同時に、経営状況は極めて厳しいものとなっています。

このような状況下ではございますが、当院は、地域医療の拠点病院として、地域住民

の皆様に安全・安心な生活を送っていただくため、よりよい医療の提供に向け、職員が

一丸となって懸命に努力いたしております。
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公立神崎総合病院事業会計の平成２８年度の決算状況でございますが、入院患者数４

万５４０人、１日当たりの患者数が１１ ８人、外来患者数は１１万７８１人、１

日当たり４８ ８人。収益的収入では３１億５８２万０００円、収益的支出では３

２億４１４万０００円、収益的収支額はマイナスの８３１万０００円。資本的収

入では６億０２６万０００円、資本的支出では８億０６２万０００円、資本的

収支額はマイナスの１億０３６万０００円でありますが、過年度分損益勘定留保資

金等で補填いたしております。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課、藤原課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。病院事業

会計の決算、詳細説明をさせていただきます。

それでは、公立神崎総合病院事業会計決算書の１ページをお願いいたします。決算報

告書の収益的収入及び支出で、消費税込みの数字でございます。収入では、病院事業収

益で決算額が３１億１４０万１０８円、内訳は、医業収益、医業外収益でございます。

次に、支出では、病院事業費用といたしまして、決算額３２億６８７万９２７円、

内訳は、医業費用、医業外費用でございます。詳細は明細書で御説明申し上げます。

次に、２ページでございます。資本的収入及び支出の収入では、決算額で６億０２

６万４００円で、企業債、出資金、固定資産売却代金及び貸付金返還金でございます。

支出では、決算額８億０６２万３２３円、内訳は、建設改良費、企業債償還金及び

投資でございます。同様に詳細は明細書で御説明申し上げます。

次に、３ページの損益計算書でございます。これは消費税抜きで記載しております。

医業収益では２７億４９１万５３７円、医業費用では、給与費などで３０億７４６

万５０１円、医業損失が３億２５５万９６０円でございます。医業外収益では、負

担金、交付金などで４億０９１万６００円、４ページの医業外費用は、支払い利息

及び企業債取扱諸費などで１億６６７万７４１円、医業外収益が２億４２３万

８５９円、経常損失が８３１万１０５円でございます。当年度純損失が８３１万

１０５円となりました。前年度繰越欠損金が７億５０４万１００円で、当年度末

処理欠損金が８億３３６万２０５円となっております。

次に、５ページにつきましては、貸借対照表でございまして、固定資産で有形固定資

産の土地、建物、構築物、器械及び備品、車両で、有形固定資産の合計が３３億８５

６万１４０円でございます。投資その他の資産として、長期前払い消費税などで７

３６万４４０円、固定資産合計で３４億５９３万５８０円となっております。

６ページをお願いいたします。流動資産は医業未収金などで６億１７７万７２６
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円となり、資産合計で４０億７７０万３０６円となっております。負債の部の固定

資産は、企業債として２０億３５５万６８９円、流動負債として１年以内の償還期

限を迎える企業債などで９億０１７万２２７円、繰り延べ収益の長期前払い金など

で６２９万９３４円、負債合計で３０億００２万９００円となっています。

７ページをお願いいたします。資本金は１８億１０４万６１１円、欠損金の当年

度未処理欠損金が８億３３６万２０５円となり、資本合計が１０億７６８万４０

６円、負債資本合計が４０億７７０万３０６円でございます。

次に、８ページにつきましては、キャッシュフロー計算書でございまして、まず、業

務活動によるキャッシュフローでは５億４６７万７９７円、投資活動によるキャッ

シュフローではマイナスの５億１９９万円、財務活動によるキャッシュフローがマイナ

スの１億１１４万１５７円で、資金の増加額は１億３８３万９５０円となりまし

た。資金期首残高が１９４万１４１円でしたので、資金期末残高が２億５７７万

０９５円となりました。

９ページ、１０ページにつきましては、注記表でございます。

次に、１１ページですが、欠損金計算書で、前年度処分額につきましては、前年度の

３月議会で処分について議決をいただいたものでございます。当年度変動額につきまし

ては、自己資本金については１億円の一般会計からの出資金でございます。当年度末残

高資本合計は右下の１０億７６８万４０６円となりました。欠損金処理計算書も記載

していますが、処理はございません。

次に、１２ページから１３ページにつきましては、町長の提案説明及び２６ページ以

降の収益費用明細書と重複いたしますので、省略させていただきます。

１４ページは、議会議決事項でございまして、６件でございます。

４の部門別職員数でございますが、平成２９年３月３１日現在で医師が２２人、看護

師１２１人、医療技術員５４人、事務員４３人、労務員４６人、合計２８６人でござい

ます。

１５ページは、職員の異動の状況でございます。

次に、１６ページの工事及び資産購入でございます。建設工事は、病院北館改築基本

設計、実施設計で８３０万円です。資産購入は、医療機器等６４品目で４億１８９

万円となっております。

次に、１９ページの業務量の患者数の状況でございます。入院では４万５４０人、

外来は合計で１１万７８１人でございます。中段にございます休日夜間時間帯の患者

数は７８７人でございます。

２０ページの手術件数につきましては、合計で４５８件、次に、分娩数は１２７件、

エックス線件数が１万４７５件、検査件数は外注検査を含めまして合計で５２万１

５６件、ＣＴ件数は１４５件、解剖はゼロ件、ＭＲＩ件数は３９７件でございます。

次に、調剤件数でございますが、入院、外来合計で３万８９５件。給食数は患者食と
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患者外食合計で１１万１５８食でございます。

２１ページの大畑診療所の状況でございますが、患者数１０９人、収益が７４万２

３８円でございます。病床利用状況は、病床数１５５床、年延べ稼働病床数５万５７

５床、年延べ入院患者数４万５４０人、病床利用率は７ ４％でございます。

次に、２２ページから２３ページの事業収入及び事業費用に関する事項でございます。

事業収入に関する事項の主なものとしまして、医業収益の入院収益は１５億６８６万

８０５円で、前年度比較５６３万５８１円の増、外来収益９億８２１万２５

５円で、前年度比較１８３万５９１円の減、医業収益合計では２７億４９１万５３

７円、前年比較４７９万２８９円の増、医業外収益の合計では４億０９１万６

００円で、前年度比較４１７万６０９円の減、合計では３１億５８２万１３７

円で、前年度比較９３８万３２０円の減でございます。

次に、２３ページ、事業費用に関する事項で、主なものとしまして、医業費用のうち

給与費で２１億３１０万４６３円で、前年比較８１５万０２６円の増、材料費は

４億６６２万９７７円で、前年比較６８３万００４円の減、これは薬品費におい

て後発薬品への転換などにより支出が減っております。経費は３億６８４万４６４

円で、前年比較６９６万８９３円の増、これは主として北館の耐震診断業務や、入院

カルテにおきまして、ＤＶＤ－ＲＯＭへの移行入力作業など委託料における増でござい

ます。合計で３０億７４６万５０１円で、前年比較４６３万０１２円の増、医業

外費用の合計は１億６６７万７４１円で、前年比較８５９万５４２円の増、事

業費用合計では３２億４１万２４２円で、前年比較３２３万５５０円の増、事業収

支額ではマイナスの８３１万１０５円、前年比較２６１万８７０円の減でござ

います。

２４ページの資本的収入及び支出に関する事項につきましては、後ほど資本的収支明

細書で御説明申し上げます。

２５ページをお願いいたします。企業債他会計借入金及び一時借入金の概況の企業債

は、本年度借入額の財政融資資金５億８６０万円、これは北館改築工事に係ります基

本設計、実施設計分及び医療機器購入分でございます。一時借入金につきましては、年

度末残高でゼロ円でございます。

次に、２６ページ、収益費用明細書でございます。まず、医業収益で２７億４９１万

５３７円、内訳は、入院収益、外来収益、大畑診療所収益、その他医業外収益でござ

います。医業外収益は４億０９１万６００円、１目負担金交付金につきましては、

一般会計からの繰入金でございます。補助金、患者外給食収益、長期前受け金戻入、そ

の他医業外収益が内訳でございます。

次に、２９ページは、費用の部でございます。医業費用で３０億７４６万５０１

円、給与費が２１億３１０万４６３円で、病院は人的サービス事業であることから、

給与費が最も高い割合を占めています。
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３２ページの２目材料費は４億６６２万９７７円で、薬品費、診療材料費、給食

材料費、医療消耗備品費でございます。３目経費が３億６８４万４６４円で、報償

費から３６ページの雑費までございます。４目公債費につきましては、１９５万０７

８円、５目減価償却費は１億２２９万５８０円で、建物などの減価償却費でござい

ます。６目資産減耗費は、固定資産の除却費で３１０万９５０円、７目研究研修費は

０７８万２３１円で、謝金、図書費、旅費、研究雑費でございます。８目大畑診療

所費が２７３万７５８円で、看護師給から需用費まででございます。

医業外費用では、１億６６７万７４１円で、支払い利息及び企業債取扱諸費など

でございます。

次に、３９ページは、資本的収支明細書でございます。資本的収入の企業債が５億

８６０万円で、病院増改築分及び医療機器購入分でございます。出資金は１億円で、一

般会計からの出資分でございます。固定資産売却代金は４３万円で、コンピューターエ

ックス線撮影装置において、購入後１０年以上となりまして、ＰＡＣＳへの接続が不可

能であることから売却いたしております。貸付金返還金は１２０万円で、医師修学資金

貸付金の返還分でございます。

資本的支出では、建設改良費は病院増改築事業費で、北館改築に伴います基本設計、

実施設計委託料８３０万円、器械備品購入費で４億１８９万円、企業債償還金で２

億７４５万８４３円、看護師修学資金で３００万円でございます。

次に、４１ページの有形固定資産明細書でございます。当年度増加分は、器械及び備

品の購入額の４億１８９万と建設勘定の８３０万円、減少分は除却したもので、器

械及び備品分でございます。

次に、４２ページの企業債明細書でございますが、本年度の借り入れは、財政融資資

金発行年月日が平成２９年３月２７日の分で５億８６０万円、これは北館改築の基本

設計、実施設計分及び医療機器購入分でございます。

４３ページから４７ページは固定資産減価償却明細書で、記載のとおりでございます。

４８ページは補填財源の明細書でございます。一番下の計の数値でございますが、留

保資金と言われるものでございまして、１０９万９４９円となっております。

以上で病院の決算につきましての詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審

議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第９５号議案の提案説明は終わりました。

以上で１３件の決算認定の提案説明が終わりました。

ここで、監査委員から平成２８年度神河町各会計決算について審査の結果を報告して

いただきます。

清瀬代表監査委員、お願いします。

○代表監査委員（清瀬 茂生君） 代表監査委員を仰せつかっております清瀬でございま

す。平成２８年度の決算審査報告の前に一言御挨拶を申し上げます。
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監査委員の業務は、事務事業の執行が法令等に従って適正かつ正確に行われているか

についてはもとより、その執行について、経済性、効率性、有効性についても検証を行

うものと理解しており、その理解のもと、例月出納検査、定期監査、決算審査の各監査

業務に携わってまいりました。

監査業務を通じ、各課、出先機関、公営企業の幹部職員の方々との監査の場での質疑

には常に真摯な対応をしていただき、また、的確で明快な答弁の中にも常に長期的な視

野に基づき住民に質の高い有効な行政サービスを提供することを念頭に置きながら、各

職員の方々が自己の所属する部門の専門性を習熟し、積極的に日々の業務に精励されて

いる思いとその姿勢に接し、心強い思いをいたすとともに、大いに評価したいと思いま

す。

今後も、住民の求める行政サービスは多様化、高度化している中で、さらなる住民の

信頼を得るべく、継続して一層の努力を期待したいと思います。

それでは、私のほうから、平成２８年度神河町各会計の決算審査について報告いたし

ますので、よろしくお願いいたします。

地方自治法第２３３条第２項及び同法第２４１条第５項並びに地方公営企業法第３０

条第２項の規定により、町長から審査に付された平成２８年度神河町各会計決算書、歳

入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書について、事項

別、各課ごとに説明を聴取し、関係法令に準拠して作成されているか、決算計数が正確

であるか、予算が適正かつ効率的に執行されているかなどについて、関係諸帳簿及び証

拠書類の照合のほか、必要と認めるその他の審査を役場３階第１会議室及び公立神崎総

合病院会議室において、平成２９年７月７日、１２日、１４日、１９日、２１日、２４

日、２８日の７日間にわたり、藤原日順議会選出監査委員とともに実施いたしました。

審査の結果としましては、各会計の決算書、歳入歳出事項別明細書並びに附属書類は

いずれも法令に準拠して作成されており、決算計数は、関係諸帳簿及び証拠書類と照合

した結果、適切に処理されていることを認めました。

各会計決算に係る審査意見はそれぞれ決算書に添付されているとおりでございますの

で、概要を報告させていただきます。

神河町の財政健全化指標のうち実質公債費比率は、前年度から １ポイント悪化し、

１ ７％となりました。また、将来負担比率は３ ７％となり、前年度と比較して ９

ポイント改善いたしました。

平成２８年度は地域創生事業の本格的なスタートの年となり、新しい課を設置し、シ

ングルマザー移住支援事業、アグリイノベーション事業、林業関係戦略の推進と特色あ

る事業を展開されております。また、平成２９年１２月のオープンに向け、峰山高原ス

キー場整備事業にも本格的に着手されました。引き続き人口減少対策は我が町の重要施

策と位置づけられ、若者向け低家賃住宅（中村団地第２期）、若者世帯の住宅取得に対

する助成事業、地域おこし協力隊事業などが実施されました。また、防災行政無線シス
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テム整備事業、橋梁長寿命化修繕事業、防犯灯設置補助等、地域の安全を守る事業を積

極的に実施され、各区の要望事業についても２８年度に予定されておりました工事は全

て完了しております。そのほか、多くの事業に取り組まれた努力は評価できます。

しかし、一方では、普通交付税が本来の一本算定に向けて平成２８年度から５年間に

わたって段階的に縮減されるなど、税収、交付税等の一般財源が減少していく傾向にあ

り、財政の弾力性を示す経常収支比率も悪化しております。

平成２９年４月に新たに過疎地域として公示されたことにより、過疎対策事業債の活

用が可能となりました。有利な財源への振りかえや歳入増に向けた取り組みを進めると

ともに、既存の事務事業の廃止、見直し等も視野に入れ、引き続き財政基盤の強化と持

続可能な行財政運営を行っていただくよう望みます。

まず、一般会計、歳入でございます。

普通交付税は前年度比９４１万０００円の減、特別交付税は４３０万０００

円の減となり、地方交付税全体では前年度比で ３％の減となりました。しかし、特別

交付税については、当初予算額よりも多くの交付を受けることができ、当町のさまざま

な取り組みに対する評価のあらわれと考えます。当局の財源確保の努力を評価します。

町税は、町民税、軽自動車税などの増により、前年度比で ３％の増となりましたが、

固定資産税につきましては、関西電力大河内発電所の減価償却等により３０２万０

００円の減収となっております。

町債は、辺地対策事業債１億７１０万円の増、一般単独事業債２億０８０万円の

減、臨時財政対策債３３１万０００円の減などにより、前年度比１ ９％の減とな

りました。

県支出金は、農業費補助金の減（人・農地問題解決推進１億９６６万０００円）、

県民緑税活用事業補助金８１３万０００円の減、道の駅整備費補助金４２８万

０００円の増などにより、前年度比で１ ４％の減となりました。

国庫支出金は、社会資本整備総合交付金の減（地域優良賃貸住宅２５２万０００

円）、学校施設環境改善交付金３６６万０００円の減、臨時福祉給付金支給事業費

等補助金１５９万０００円の増などにより、前年度比で ０％の減となりました。

また、寄附金では、ふるさとづくり応援寄附金の増により、前年度比２１ ２％の増

となっております。

次に、一般会計、歳出でございます。

衛生費は、病院事業会計への補助金７４８万０００円の減、町有施設省エネルギ

ー化診断委託料９７７万０００円の増などにより、前年度比で ６％の減となりまし

た。

総務費は、まちづくり基金積立金５億８４２万０００円の減、地方創生加速化交

付金４３３万０００円の増、財政調整基金積立金０７３万円の減などにより、前

年度比で２ ０％の減となりました。
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民生費は、臨時福祉給付金２９５万０００円の増、心身障害者福祉扶助費１８

１万０００円の増、地域介護拠点整備費補助金９５９万０００円の増などにより、

前年度比で ０％の増となりました。

公債費は、元金３８６万０００円の増、利子６５６万円の減で、前年度比で

７％の増となりました。

また、消防費では、防災行政無線システム整備事業４億１０２万０００円の増な

どにより、前年度比１８ ０％の増、商工費では、峰山高原スキー場整備事業１９０

万０００円の増などにより、前年度比６ ６％の増となっております。

普通会計ベースとなりますが、性質別経費としましては、人件費は、議員、委員等の

報酬、職員給などの増により、 ４％増の１２億６４４万０００円となりました。

物件費では、賃金、使用料及び賃借料などの増により、 ０％増の１４億８５２万

０００円となりました。

維持補修費は、庁舎、町営住宅の維持補修費などの増により、２ ５％増の１４６

万０００円となりました。

扶助費は、臨時福祉給付金、心身障害者福祉費などの増により、 ９％増の７億１

７１万０００円となりました。

補助費等は、農業振興費の補助金、病院事業補助金、県民緑税活用事業補助金などの

減により、 １％減の１９億１８０万０００円となりました。

公債費は、一般単独事業債、臨時財政対策債などの増により、 ７％増の１０億６

３１万０００円となりました。

積立金は、財政調整基金、まちづくり基金などの減により、７ ６％減の１億８０

３万０００円となりました。

投資及び出資金貸付金は、医師修学資金貸与金の増により、 ３％増の１億４８０万

円となりました。

拠出金は、後期高齢者医療特別会計への繰り出しの減などにより、 ４％減の４億

０７４万０００円となりました。

投資的経費は、寺前小学校大規模改造事業、廃校施設解体撤去事業等が終了したもの

の、防災行政無線システム整備事業の実施等により、１ ６％増の１３億８０６万

０００円となりました。

なお、特に次の１３点について意見しておきます。

まず、全課共通の事項として、決算審査において、各課から提出された事務事業管理

シートを確認いたしました。シートを単なる提出資料としてだけではなく、課内管理の

ためにも活用して、ＰＤＣＡサイクルを順調に回せるよう期待いたします。

次に、最重要事項の１点目としまして、監査制度の要諦とも言うべき内部統制システ

ムの早期確立と運用の徹底を図られたい。

２点目としまして、各課における窓口での現金収受や金銭の代用となる証券（郵便切
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手）等の取り扱いについては、現金のダブルチェックの励行や郵便切手受け払い簿など

による管理を行って、未然に事故を防止されたい。

３点目として、各課の特殊事情や時期的な理由により一部の職員に業務が集中するこ

とはやむを得ないと考える。しかし、職員の健康管理面から、超過勤務が常態化しない

よう、適正配置や事務分掌に十分な留意を払われたい。

次に、財産管理の観点から、１点目として、町内の公共施設等について老朽化が進ん

でおります。公共施設等総合管理計画に沿って長寿命化のための補修や更新、統廃合な

どを着実に進められたい。

２点目としまして、公会計制度導入による効率的な行財政運営が求められております。

特に公有財産管理においては、資産台帳の整備が他町と比較して進んでおりますが、平

成２９年度開始貸借対照表の前段階にあるとはいえ、より正確性を高めるよう一層努め

られたい。

３点目として、学校統合後の跡地利用について、ＰＦＩを含めてあらゆる角度から検

討し、その方向性を早期に確立されたい。

次は、各課間の連携についてでございますが、その１点目としまして、町税等滞納整

理委員会において、各課間連携を一層強化し、適切な債権管理に取り組まれたい。同時

に、児童虐待やネグレクトについても関係各課の連携を強めて、引き続きの適切な対応

をされたい。

２点目、町の重要課題を議論する政策調整会議についても今後の一層の充実、機能強

化を図られたい。

３点目、公立病院を設置している町として、地域包括ケアシステムの構築に向けての

関係各課の密接な連携による精力的な取り組みを期待します。

次に、その他の事項でございますが、１点目としまして、中播北部クリーンセンター

について、他市町との調整や候補地の選定など山積する課題に対して積極的に取り組む

とともに、ごみ減量化に向けた継続的な試みに期待します。

２点目としまして、補助金交付団体の会計処理につきましては、各団体の所管課の責

任において支出の成果を確認し、決算内容によっては補助金額の見直しも検討されたい。

最後に、全体を通してですが、人口減少対策に対しての諸施策につきましては、一定

の評価ができると思います。今後も引き続き積極的な施策を展開されたい。

以上、１３点について特に意見を述べさせていただきました。

次に、介護療育支援事業特別会計でございます。

相談内容は年々複雑で多岐にわたっている中、自宅や学校、幼稚園等において相談者

の意向や内容に応じて継続して事業に取り組まれております。また、中播磨健康福祉事

務所の協力も得ながら、神崎郡３町実施のすこやか専門相談への支援、担当保健師との

学校巡回訪問指導においても重要な役割を当機関が担っております。

その中で、障害のある子供たちの卒業後の問題について、障害児進路部会が機能し、
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姫路公共職業安定所等の雇用関係機関と協働ができている体制につきましては引き続き

評価いたします。

多様な支援ニーズに対応することは容易ではありません。また、施設開設から１７年

経過し、保護者の高齢化に伴い、親亡き後の不安を抱える方がふえております。個々の

事例に対して丁寧な相談業務を重ねられ、引き続き充実したサービスに努められること

を期待します。

次に、国民健康保険事業特別会計でございます。

国民健康保険税の徴収率は前年度比 ０ポイント減の７ ２％となっており、２８年

度末の収入未済額は前年度比９２万０００円増の９７７万０００円となっており

ます。

歳出の中で最も大きな割合を占める保険給付費は、前年度比４００万０００円増

の９億２８４万０００円となっております。高額医療が多く発生したことが増加の

主要因です。

医療費削減対策である健診事業では、医療受診者を含めた町民の総合的な管理を目指

して努力されております。その中で、無料クーポン、健康管理ファイルの配布など、各

種の取り組みが強化されていることは評価できます。

健康づくりの大切さについて、ＰＲをさらに工夫され、関係課が連携し、急激な保険

料の増加を招くことのないよう、また、平成３０年からの県下国保財政一本化も視野に

入れ、安定的な財政運営に努められることを期待します。

次に、後期高齢者医療事業特別会計でございます。

後期高齢者医療保険料の徴収率は前年度比 ８ポイント増の９ ６％となっており、

２８年度末の収入未済額は前年度比８５万０００円減の４１万０００円となってお

ります。

制度開始から９年が経過し、今年度も大きな問題はなく事業は推移しております。超

高齢化社会へ向かう中、医療費は今後も増加していくものと思われます。関係課が連携

し、特定健診の受診率を向上させ、医療費抑制、高齢者の健康増進につながる取り組み

の継続を期待します。

次に、介護保険事業特別会計でございます。

介護保険料の徴収率は前年度比 ２ポイント増の９ ８％となっており、２８年度末

の収入未済額は前年度比２万０００円減の２９５万０００円となっております。

保険給付費では、介護サービス給付費等諸費が前年度比４５４万０００円増の１

１億４０２万０００円となっております。

なお、２９年３月末における要介護、要支援認定者数は、１号被保険者で前年度比１

１人減の７４５人、２号被保険者で前年度比１人減の７人となっております。

そういった中で、介護予防、認知症予防教室としてこつこつ貯筋教室やじっくり貯筋

教室、ほがらか教室も継続されております。
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また、地域包括支援センターの事業として、民生委員・児童委員ＯＢやボランティア

に取り組んでいただいている認知症予防希望者を対象としたいきいき倶楽部、神河中学

校、町内の小学校の生徒、児童を対象とした認知症キッズサポーター養成講座などを実

施し、地域での見守り活動など各種取り組みが広がりを見せております。

健康づくりや介護ケア、予防について、さまざまな事業の展開は評価します。予防に

力を入れ、要介護になる方を減らすことは、本人、家族の負担、また財政負担の軽減の

ために非常に重要です。今後も地域に根差した取り組みに期待します。

次に、土地開発事業特別会計でございます。

２４年度にしんこうタウンの第３期、２７区画が販売開始となり、２７年度末までに

１４区画が販売、新築されております。２８年度では１区画が販売されました。若者世

帯住宅取得支援事業の諸施策とあわせ、紹介報奨金の導入などにより、残区画の早期完

売を目指した取り組みに期待します。

次に、老人訪問看護事業特別会計でございます。

かんざき訪問看護ステーションは、神崎郡内、姫路市香寺町及び朝来市生野町をエリ

アとして順調に事業が行われ、利用者数は開設以来延べ０００人を超えました。

重度化した要介護者、療養者を医療と介護の両面から支援していくことは、地域包括

ケアシステムの構築に当たっても非常に重要なことです。

当ステーションでは、看護師がケアマネジャーを担い、在宅の生活を支援しています。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士も配置され、多角的な見地から支援する体制もと

られています。また、２４時間３６５日電話対応や緊急時訪問も対応されております。

今後、さらにこの事業は必要とされていくと思われます。しかし、まだまだ地域に浸

透していない現状もあります。近隣地域への周知を徹底し、引き続きの事業推進に期待

します。

次に、産業廃棄物処理事業特別会計でございます。

歳入の主なものは、建設残土砂等処分地使用料１７８万０００円、前年度繰越金

８２３万０００円となっており、歳出の主なものは、管理業務委託料１１１万円、管

理委託料３８６万０００円、施設管理や水質調査に係る委託料１３４万０００円と

なっております。

２８年度は４０ ７トンが投入され、現在、約６ １％の占有率となっております。

引き続き、不法な持ち込みがないか現場を確認し、施設が適正、円滑に利用されるよ

うに運営努力を期待します。

次に、寺前地区振興基金特別会計でございます。

歳入は、一般会計からの繰入金０００万円、基金繰入金７７２万０００円、財

産運用収入６４３万０００円となっており、歳出の主なものは、基金への積立金が

６４３万０００円、各区等への補助金５０４万０００円、寺前漁協への補助金２

５０万円となっております。
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この会計の財源は基金からの繰入金が主なもので、引き続き適切、効率的な基金の管

理運営を望みます。

次に、長谷地区振興基金特別会計でございます。

歳入は、基金繰入金３１０万円、財産運用収入３０万円となっており、歳出の主なも

のは、長谷漁協への補助金３００万円、基金への積立金が３０万円となっております。

この会計の財源は基金からの繰り入れが主なもので、引き続き適切、効率的な基金の

管理運営を望みます。

以上で一般会計及び特別会計を終わります。

続きまして、水道事業会計でございます。

有収率向上のため、漏水調査を実施し、可能な限りの直営工事を行い、経費の節減を

図られたことは評価いたします。

使用料の未収金につきましては、徴収強化月間を設け、給水制限、停止等を構えた納

付指導を継続されていますが、現年度分、過年度分合わせて２６６万０００円の滞

納が発生しており、前年度と比べて１７０万０００円増加しております。不納欠損処

理は１件で１万円となっております。

町税等滞納整理委員会において、各課債権回収について連携して取り組まれておりま

すが、昨今の経済情勢の影響により、滞納は増加傾向が続いております。また、人口減

により料金収入の増加も簡単には見込めません。今後も徴収見込みを的確に把握し、公

正かつ合理的、能率的な徴収を行っていただき、確実で安定的な経営に結びつけていく

必要があります。

そして、施設の老朽化、耐震化対策として、国庫補助等も活用しながら、町簡易水道

統合整備事業に効果的に取り組まれることを望みます。引き続き水道水の安全で安定し

た供給に努められることを期待します。

次に、下水道事業会計でございます。

生活排水処理率は９ ４％と高く、引き続き快適な生活環境の提供が維持できており

ます。

使用料の未収金につきましては、徴収強化月間を設け、納付指導や訪問等による精力

的な徴収を継続されていますが、現年度分、過年度分合わせまして１２３万０００

円の滞納が発生しており、前年度と比べ１３７万０００円増加しております。不納欠

損処理は５件で１万９７５円となっております。

水道事業会計と同様、町税等滞納整理委員会において連携して債権回収に取り組むと

ともに、近年、施設の老朽化に伴う支出が増加している中、平成２８年度に策定された

下水道統廃合計画及び下水道事業経営戦略をもとに、下水道事業を将来にわたり継続す

るための経営の健全化、安定化に向けた取り組みを期待いたします。

最後に、公立神崎総合病院事業会計でございます。

平成２８年度は、平成２７年１０月からの入院患者数を維持してきたことなどにより
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まして、入院収益は前年度比 ３％のプラスとなりましたが、控除対象外消費税が増額

となったことから、８３１万０００円の赤字となりました。

前年度と比較し、入院患者数は１０３人の増、外来患者数は７５４人の減、収益は入

院５６３万０００円の増、外来１８３万０００円の減で、医業収益全体では４

７９万０００円の増収となりました。

材料費は、後発医薬品の普及増により減額、経費では、北館の耐震診断業務を実施し

たことや医業外費用で控除対象外消費税がふえたことにより、費用全体では約３２３

万円の増となりました。

深刻な医師不足が国全体の問題となっている中で、従来からの医師確保に向けた取り

組みは評価できます。医師を確保し、休日夜間救急体制を強化することは、経営はもと

より、地域からの信頼をさらに高めるために非常に重要であります。特に急務となって

いる内科医師の確保については、引き続きの努力をお願いします。また、看護師や給食

調理員等、マンパワーの確保についても同様に努力をお願いします。

昨年も触れましたが、医療費請求の過誤調整額の比率が非常に少なく、継続してしっ

かりとしたレセプト点検の管理ができております。確実な事務の遂行は病院全体の信頼

を高めます。今後もこの水準を維持することを期待します。

北館改築への取り組みや電子カルテの導入、また診療報酬制度への適切な対応等、多

くの課題がありますが、平成２８年度策定された公立神崎総合病院将来ビジョンをもと

に、安定した病院経営に努めていただくことを望みます。

高齢者医療への対応等、時代の変化に伴い、病院に求められる役割も変化してきてお

ります。地域の病院としてより信頼される病院づくりを目指した取り組みを期待いたし

ます。

以上、一般会計ほか１２会計に対する意見の概略を報告させていただきました。あり

がとうございました。

○議長（安部 重助君） ありがとうございました。

代表監査委員の決算審査報告が終わりました。

それでは、ただいまより審査報告に対する質疑を受けますが、監査委員の日程の都合

上、本日のみ出席いただくことになっておりますので、御了承願います。

それでは、質疑を受けます。どなたか質疑ございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございますので、これをもちまして審査報告

に対する質疑を終了いたします。

どうもありがとうございました。

以上１３件の決算の審議については第３日目に行い、本日は説明のみにとどめさせて

いただきます。

・ ・
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○議長（安部 重助君） ここでお諮りいたします。日程の途中ですが、本日の会議はこ

れで延会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。本日はこれで延会とすることに決

定しました。

次の本会議は、あす９月７日午前９時再開いたします。

本日はこれで延会いたします。長時間どうも御苦労さんでした。

午後４時１０分延会
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